
５ 普天間飛行場移設問題（辺野古新基地建設問題）関係資料
（１）普天間飛行場移設問題（辺野古新基地建設問題）の経緯

年月日 事項

Ｈ７．９.４ ・米兵による少女暴行事件が発生した。

10.21 ・「基地の整理縮小、地位協定の見直し等を要求する県民総決起大会」が開催された。（主催者側発表では

85,000 人が参加）

11.19 ・日米間の新たな協議機関「沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）」が設置された。

Ｈ８．４.12 ・橋本総理とモンデール駐日米国大使が共同記者発表を行い、普天間飛行場の全面返還に合意したことを発表

した。

４.15 ・ＳＡＣＯ中間報告で普天間飛行場の全面返還が合意された。

９.８ ・日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票が実施された。（投票率 59.53%、賛成票 89.09%）

12.２ ・ＳＡＣＯ最終報告で今後５年ないし７年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能となった後、普天間飛行

場を返還するとされた。

Ｈ９．８.４ ・キャンプ・シュワブ沖において政府によるボーリング調査が開始された。

10.２ ・普天間飛行場返還に伴う海上へリポート建設の是非を問う名護市民投票条例が修正可決された。（４者択一方

式）

11.５ ・海上ヘリポート政府基本案が県及び名護市に提示された。

12.21 ・名護市民投票条例が実施され、反対票が賛成票を上回る。（投票率 82.45%)

・条件付き反対票を含む反対票 16,639 票(52.86%)

・条件付き賛成票を含む賛成票 14,267 票(45.33%)

12.25 ・比嘉名護市長がヘリポート建設の受入れ及び市長辞任を表明した。

Ｈ 10. ２.６ ・大田知事が政府の海上へリポート案について反対を表明した。

２.８ ・比嘉名護市長の辞任に伴う選挙が行われ、岸本建男氏が当選した。

11.15 ・任期満了に伴う県知事選挙で稲嶺惠一氏が当選した。

Ｈ 11. ３.１ ・総務部知事公室に普天間飛行場・那覇港湾施設返還問題対策室を設置した。

８.21 ・宜野湾市議会で「普天間飛行場の移設先早期決定に関する意見書」が採択された。

10.15 ・県議会で「普天間飛行場の早期県内移設に関する要請決議」が採択された。

11.19 ・沖縄政策協議会が開催され、北部地域の振興、普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興等の政府方針が了承

された。

11.22 ・県は、普天間飛行場の移設候補地として「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」を公表し、名護

市に理解と協力を要請した。

11.24 ・県は、国に対し移設候補地選定について通知するとともに、移設に当たって整備すべき条件を提示した。

12.23 ・名護市議会で「普天間飛行場の名護市辺野古沿岸域への移設整備促進決議」が採択された。

12.27 ・名護市長が代替施設受入れを容認するとともに受入れのための基本条件を提示した。

12.28 ・「普天間飛行場の移設に係る政府方針」が閣議決定された。

Ｈ 12. ２.10 ・「北部振興協議会」、「移設先及び周辺地域振興協議会」が設置された。

５.31 ・「跡地対策準備協議会」設置された。

８.25 ・「代替施設協議会」が設置され、第１回会合が開催された。

10.３ ・第２回代替施設協議会が開催された。

10.31 ・第３回代替施設協議会が開催された。

11.21 ・代替施設の使用協定などを協議する実務者連絡調整会議が設置された。

11.29 ・第４回代替施設協議会が開催された。

Ｈ 13. １.16 ・第５回代替施設協議会が開催された。

３.６ ・第６回代替施設協議会が開催された。

６.８ ・第７回代替施設協議会が開催された。

12.27 ・第８回代替施設協議会が開催された。

Ｈ 14. ７.29 ・第９回代替施設協議会が開催され、普天間飛行場代替施設基本計画案が決定された。

・政府において普天間飛行場代替施設基本計画が決定された。

・代替施設の使用協定に係る基本合意書の署名が行われた。

11.17 ・任期満了に伴う県知事選で現職の稲嶺惠一氏が再選された。

Ｈ 15. １.28 ・「代替施設建設協議会」が設置され、第１回会合が開催された。

11.17 ・那覇防衛施設局は現地技術調査を行うため、公共用財産使用協議書を県に提出した。

12.19 ・第２回代替施設建設協議会が開催された。

Ｈ 16. ４.７ ・県は、那覇防衛施設局からの公共用財産使用協議に同意した。

４.28 ・環境影響評価方法書の公告・縦覧が開始された。（～６.２まで）

８.13 ・米海兵隊所属ヘリコプター（ＣＨ-53 Ｄ）が沖縄国際大学の構内に墜落した。

８.31 ・方法書についての意見の概要書が那覇防衛施設局から県に提出された。

11.29 ・県は、方法書に対する知事意見を那覇防衛施設局に提出した。

Ｈ 17. ２.19 ・日米安全保障協議委員会（「２＋２」）において、第１段階として共通戦略目標の確認が行われ、第２段階と

して自衛隊及び米軍の役割・任務・能力について検討を継続するとともに、第３段階として、在日米軍の抑

止力の維持と地元負担の軽減の観点から、在日米軍の兵力構成見直しに関する協議を強化することで一致し、

引き続き、日米間で米軍再編の協議がなされることとなった。



年 月 日 事項

Ｈ 17. ３.７ ・那覇防衛施設局は、公共用財産使用の期間更新協議書を県に提出した。

３.31 ・県は、那覇防衛施設局からの公共用財産使用の期間更新協議に同意した。

７.15 ・那覇防衛施設局は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価における調査の手法の修正・追加に

ついて、県に報告した。

10.27 ・那覇防衛施設局長は、米軍再編の中間報告の説明を県に対して行った。

10.29 ・日米安全保障協議委員会（「２＋２」）で、「キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに隣接する大浦湾の水

域を結ぶＬ字型に設置する」との新たな移設案が合意された。（いわゆる「中間報告」）

10.31 ・防衛施設庁長官は、米軍再編の中間報告の内容について、県に説明を行った。

・稲嶺知事は、日米安全保障協議委員会（「２＋２」）で合意された沿岸案について、容認できないとするコメ

ントを発表した。

11.１ ・那覇防衛施設局は、ボーリング調査関連の業務等について、気象調査を除き一時停止すると発表した。

11.11 ・政府は、米軍再編の今後の政府基本方針を閣議決定した。

11.21 ・名護市議会は臨時議会を開き、名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸案に反対する意見書、決議案を賛成

多数で可決した。

12.16 ・沖縄県議会は、名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸案の受入れは難しいとの意見書、決議案を賛成多数

で可決した。

Ｈ 18. １.22 ・名護市長選挙で岸本市長の後継者である元名護市議会議長の島袋吉和氏が初当選した。（２.８就任）

３.４ ・防衛施設庁長官が、県に米軍再編の協議状況を説明した。（主に普天間飛行場移設について）

３.５ ・「普天間基地の頭越し・沿岸案に反対する沖縄県民総決起大会」（主催者発表で 35,000 人が参加）が宜野湾市

で開催された。

３.16 ・那覇防衛施設局は、ボーリング調査関連の業務等について、気象調査を除き契約を解除すると発表した。

３.27 ・前名護市長の岸本建男氏が逝去した。

４.７ ・防衛庁長官と名護市長、宜野座村長は、飛行ルートが住宅地上空にかからないようにするため、滑走路を２

本建設することで基本合意書を取り交わした。

５.１ ・日米安全保障協議委員会（「２＋２」）で米軍再編の最終合意がなされた。

５.４ ・防衛施設庁長官が県に、米軍再編の日米合意の内容を説明した。県は、米軍再編の日米合意は全体として高

く評価するが、普天間飛行場移設に係る新たな合意案は容認できないこと、及びキャンプ・シュワブ内に暫

定ヘリポートを建設することを提案するとした知事コメントを発表した。

５.11 ・稲嶺知事は、防衛庁長官との間で「在沖米軍再編に係る基本確認書」を取り交わした。

５.30 ・政府は、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」を閣議決定した。同日、県は、十分な

協議がなされないまま閣議決定がなされたことは極めて遺憾であるとの知事コメントを発表した。

８.29 ・政府が「普天間飛行場の危険性の除去」についても協議の内容とするとの方針を示したことから、県は「普

天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会」に参加、第１回の協議会が開催された。

11.19 ・任期満了に伴う沖縄県知事選挙で、仲井眞弘多氏が初当選した。（12.10 就任）

12.25 ・第２回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催された。この中で仲井眞知事は、３年を目途と

する普天間飛行場の危険性の除去、現行のＶ字型案のままでは賛成できないことなどを主張した。

Ｈ 19. １.19 ・第３回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催された。

３.27 ・那覇防衛施設局は、現況調査に伴う公共用財産使用協議書を県に提出した。

４.24 ・県は、公共用財産使用協議に同意した。

５.１ ・日米安全保障協議委員会（「２＋２」）において、2006 年５月に合意された米軍再編案を着実に実施する決意

と、2014 年までに普天間飛行場代替施設を完成させることが、沖縄での再編全体の成功のための鍵であるこ

とを再確認した。

５.18 ・那覇防衛施設局は名護市辺野古海域の現況調査の一環として、サンゴの産卵状況を調べる着床具や気象調査

機器の設置を行った。その際、海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」が動員された。これに対して仲井眞知事は、

調査の実施に当たっては、安全かつ円滑に進めていただきたいとのコメントを発表した。

５.23 ・駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法が成立した。

８.７ ・那覇防衛施設局は「普天間飛行場代替施設建設事業」に伴う環境影響評価の方法書を県に提出したが、県は

受取りを保留した。

８.10 ・政府は、「普天間飛行場に係る場周経路の再検討及び更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書」

を発表した。

・県は、那覇防衛施設局による普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価方法書の送付に対して、県の考

え方を防衛大臣、防衛施設庁長官、那覇防衛施設局長に送付、誠意ある対応と方法書提出の再考を求めた。

８.14 ・那覇防衛施設局は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書について、公告・縦覧を開始

した。（～９.13）

８.15 ・「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令」が閣議決定された。（施行日：８月 29 日付）

９.27 ・沖縄防衛局は、環境影響評価方法書の住民意見の受付を締め切った。（最終計 487通）

10.22 ・沖縄防衛局が県に環境影響評価方法書に対する住民等意見の概要書を提出した。翌 23 日に知事コメントを発

表し、その中で８月７日に提出された方法書の受取り保留を解除した。

10.25 ・沖縄防衛局は、名護市キャンプ・シュワブ沿岸部に建設予定の普天間飛行場代替施設に、現普天間飛行場に

はない「戦闘航空機弾薬搭載エリア（ＣＡＬＡ）」を設置することを表明した。翌 26 日の衆議院外務委員会

で、金澤防衛政策局長もヘリコプターに弾薬を装着する場所を造る考えを示した。



年月日 事項

Ｈ 19. 10.30 ・県は、普天間飛行場代替施設の環境影響評価方法書について、県環境影響評価審査会に諮問した。

10.31 ・防衛省は再編交付金の対象となる「再編関連特定周辺市町村」に全国 31自治体を指定し、同日付官報で告示

した。名護市、宜野座村が指定から外れた。（その後、Ｈ 20.３.31 に指定）

11.７ ・第４回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催された。会議がこれまでの沖縄担当大臣及び防

衛大臣による共催から、内閣官房長官主宰に変更された。

11.９ ・普天間飛行場代替施設建設の環境影響評価方法書について審議する県環境影響評価審査会の初会合が宜野湾

市で開かれた。

11.27 ・普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に対して、名護市長及び宜野座村長から意見の回

答が県に提出された。

12.12 ・第５回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催された。

12.17 ・普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価方法書（県条例に基づく飛行場建設事業に関するもの）に対

して、県環境影響評価審査会から県知事に答申が出された。

12.21 ・知事は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書のうち、県条例の対象となる飛行場建設

部分について、36 項目 233 件の知事意見を沖縄防衛局に提出した。

Ｈ 20. １.18 ・普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価方法書（公有水面埋立の事業）に対して、県環境影響評価審

査会から県知事に答申が出された。

１.21 ・知事は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書のうち、環境影響評価法の対象となる公

有水面埋立の事業について、37 項目 247 件の知事意見を沖縄防衛局に提出した。

２.５ ・沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価方法書に対する知事意見で「書き直し」を求

められたことを受け、事業内容や調査手法を追加・修正した資料を県に提出した。

２.７ ・第６回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催された。

２.８ ・普天間飛行場代替施設建設の環境影響評価方法書の追加・修正資料について審議する県環境影響評価審査会

が宜野湾市で開かれた。

３.４ ・県は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書の追加・修正資料に対し、26 項目 101 件の

県意見を沖縄防衛局に提出した。

３.14 ・沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価方法書の追加・修正資料の修正版を県に提出

し、方法書を確定した。

３.15 ・沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価（アセスメント）調査に着手した。

４.９ ・第７回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催された。

４.18 ・県は、沖縄防衛局からの公共用財産使用協議に同意した。

６.８ ・任期満了に伴う第 10 回県議会議員選挙で、与党の議席数が過半数を割り、与野党逆転となった。

７.18 ・第８回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催された。

７.18 ・県議会は、「名護市辺野古沿岸域への新基地建設に反対する決議」を賛成多数で可決した。

７.31 ・普天間飛行場移設措置協議会の下に、政府、県及び地元市町村の実務者による、「普天間飛行場の危険性の除

去に関するワーキングチーム」及び「普天間飛行場代替施設の建設計画・環境影響評価を円滑に進めるため

のワーキングチーム」が設置された。

８.５ ・「普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチーム」及び「普天間飛行場代替施設の建設計画・環境影

響評価を円滑に進めるためのワーキングチーム」の第１回会合が防衛省で開催された。

８.28 ・防衛省は、８月 28 日から９月３日までの間、航空機航跡観測装置を用い、普天間飛行場における飛行航跡調

査を実施した。

９.５ ・県は、「普天間飛行場の移設に関する沖縄県の考え方」を公表した。

10.15 ・「普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチーム」及び「普天間飛行場代替施設の建設計画・環境影

響評価を円滑に進めるためのワーキングチーム」の第２回会合が沖縄で開催され、会合後、普天間飛行場を

視察した。

Ｈ 21. １.27 ・「普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチーム」及び「普天間飛行場代替施設の建設計画・環境影

響評価を円滑に進めるためのワーキングチーム」の第３回会合が内閣府で開催された。

１.27 ・防衛省は、昨年８月 28 日から９月３日までの間に実施した普天間飛行場における飛行航跡調査の結果を発表

した。

３.27 ・「普天間飛行場代替施設の建設計画・環境影響評価を円滑に進めるためのワーキングチーム」の第４回会合が

内閣府で開催された。

４.１ ・沖縄防衛局は、「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価準備書」を県に提出した。

４.２ ・沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価準備書について、公告・縦覧を開始した。

（～５.１）

４.８ ・第９回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会が開催された。

４.27 ・沖縄防衛局は、現況調査に伴う公共用財産使用協議書を県に提出した。

５.15 ・沖縄防衛局は、環境影響評価準備書の住民意見の受け付けを締め切った。（最終計 5,317 通）

５.21 ・政府は、平成 19 年８月 10 日に公表した「普天間飛行場に係る場周経路の再検討及び更なる可能な安全対策

についての検討に関する報告書」に記載された諸施策を全て実施した。

５.28 ・県は、沖縄防衛局からの公共用財産使用協議に同意した。

６.15 ・沖縄防衛局が県に環境影響評価準備書についての意見の概要及び事業者の見解を提出した。

・県は、普天間飛行場代替施設の環境影響評価準備書について、県環境影響評価審査会に諮問し、第 1 回審査

会が開かれた。



年月日 事項

Ｈ 21. ８.11 ・「普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチーム」の第４回会合が内閣府で開催された。

８.25 ・普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価準備書に対して、名護市長から意見の回答が県に提出さ

れた。

８.28 ・普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価準備書に対して、宜野座村長から意見の回答が県に提出

された。

８.30 ・第 45 回衆議院議員総選挙が行われ、民主党が 480 議席中 308 議席を獲得した。（９.16 鳩山内閣発足）

９.９ ・民主党、社会民主党、国民新党は、「日米地域協定の改定を提起し、米軍再編等のあり方について見直しの方

向で臨む」とする三党連立政権合意書に署名した。

10.２ ・普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価準備書に対して、県環境影響評価審査会から県知事に答申が

出された。

10.13 ・知事は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価準備書について、知事意見(埋立事業 32 項目 316

件、飛行場設置事業 28 項目 186件）を沖縄防衛局に提出した。

11.10 ・日米両政府は、普天間飛行場の代替施設についての検証作業に関し、二国間の閣僚レベルのワーキング・グ

ループを設置し、本件に係る問題を迅速に解決することに合意した。

11.12 ・名護市は、「普天間飛行場の移設に係る名護市の基本的考え方」を表明した。

11.13 ・鳩山総理とオバマ大統領による日米首脳会談が行われ、普天間飛行場移設問題については、閣僚レベルのワー

キング・グループで協議を行い、早い時期に結論を得ることが確認された。

11.30 ・知事は、首相官邸で鳩山総理と会談し、普天間飛行場の一日も早い危険性除去のため、明確な方針及び具体

案を示すこと等、沖縄県の米軍基地問題の解決促進について要請した。

12.15 ・政府は、与党３党の党首級による基本政策閣僚委員会において、普天間飛行場の移設先について新たに与党

３党の実務者で協議する委員会を設置する方針を確認するとともに、アセス関連経費を平成 22 年度予算に計

上するとした。

12.28 ・政府は、沖縄基地問題に関して、基本政策閣僚委員会の下に沖縄基地問題検討委員会を設置した。

Ｈ 22. １.24 ・任期満了に伴う名護市長選挙で普天間飛行場の辺野古移設に反対する稲嶺進氏が初当選した。

２.24 ・県議会は、「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外・県外移設を求める意見書」を全

会一致で可決した。

３.８ ・名護市議会は、普天間飛行場代替施設のキャンプ・シュワブ陸上案の検討に反対する意見書を全会一致で可

決した。

３.11 ・宜野座村議会は、普天間飛行場代替施設のキャンプ・シュワブ陸上案に反対する意見書を全会一致で可決し

た。

３.19 ・うるま市議会は、米軍普天間飛行場代替施設の勝連沖への移設に反対する意見書を全会一致で可決した。

４.18 ・鹿児島県徳之島で「米軍基地徳之島移設断固反対１万人集会」が開催された。（主催者側発表では 15,000 人

が参加）

４.25 ・読谷村運動広場で「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外・県外移設を求める県民

大会」が開催された。（主催者側発表では 90,000 人が参加）

５.７ ・鳩山総理大臣が官邸で鹿児島県徳之島３町長と会談し、普天間飛行場の機能移転を要請したが、３町長とも、

基地受入れは断固反対を表明した。

５.21 ・名護市辺野古区行政委員会が、キャンプ・シュワブ沿岸への移設を決定した場合、条件付きで容認すること

を全会一致で可決した。

５.23 ・鳩山総理大臣が来県し、知事と会談した。その中で、普天間飛行場移設先を名護市辺野古とする方針を表明

した。

５.27 ・沖縄の米軍基地負担の軽減を目的に、鳩山総理の呼びかけで臨時全国知事会議が開催され、普天間基地の移

設等に関する全国知事会の見解が表明された。

５.28 ・日米安全保障協議委員会（｢２＋２｣）において日米共同発表がなされた。その中で、普天間飛行場代替施設

は「キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置する」ことが確認された。

５.28 ・日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について、閣議決定がなされた。

６.11 ・菅総理大臣が所信表明演説を行い、米軍普天間飛行場移設問題について、日米合意（名護市辺野古への移設）

を踏まえる方針を示した。

６.13 ・名護市久志区行政委員会が、普天間飛行場移設に反対する稲嶺名護市長の考え方を支持する決議を全会一致

で可決した。

７.９ ・県議会６月定例会において、「米軍普天間飛行場移設の日米共同発表の見直しを求める意見書・決議」が全会

一致で可決された。

８.31 ・政府は、滑走路Ｖ字案・Ｉ字案を併記した「普天間飛行場の代替の施設に関する専門家会合報告書」を公表

した。

９.10 ・政府は沖縄政策協議会を再開し、同協議会の下に、米軍基地負担軽減部会と沖縄振興部会を新たに設置した。

９.12 ・名護市議会議員選挙が行われ、移設反対の市長を支持する与党議員が過半数を占めた。（27 議席中 16 議席）

９.28 ・知事が県議会で「政府に対し、日米共同発表を見直し、普天間飛行場を県外に移設することを求める」と表

明した。

10.15 ・名護市議会は、米軍普天間飛行場「県内移設の日米合意」の撤回を求める意見書等を 17 対９の賛成多数で可

決した。

10.25 ・第１回基地負担軽減部会が開催され、知事は、日米共同発表を見直し、普天間飛行場の県外移設に取り組む

ことを求めた。



年月日 事項

Ｈ 22. 11.28 ・任期満了に伴う県知事選で現職の仲井眞弘多氏が再選された。

11.30 ・名護市は、沖縄防衛局が求めていた現況調査実施のための４件の許認可等の申請・協議を不許可・不同意と

した。

Ｈ 23. １.25 ・第２回基地負担軽減部会が開催され、政府からグアムへの訓練移転が示されたが、知事は、訓練移転が実効

性のあるものになるよう求めた。

１.28 ・沖縄防衛局は、名護市が現況調査を拒否していることについて、行政不服審査法などに基づく異議申立てを

申請した。

２.15 ・仲井眞知事は、県政運営方針で、「日米共同発表を見直し、普天間飛行場の県外移設と早期返還に取り組むよ

う求める」と述べた。

３.31 ・沖縄防衛局は、名護防衛事務所を名護市辺野古区に設置した。

５.11 ・米国上院議会軍事委員会のカール・レビン軍事委員長、ウェッブ委員、マケイン筆頭理事らが、現行計画は

実行不可能とし、「嘉手納基地の空軍の一部をグアムや日本国内の他の地域に分散させ、普天間飛行場の海兵

隊ヘリコプター部隊を嘉手納基地に移転」等とする東アジアの米軍基地計画の見直しを国防総省に求める共

同声明を発表した。

５.17 ・嘉手納町議会は、「米国上院軍事委員長等の普天間基地「嘉手納統合案」声明に抗議し、その撤回を求める抗

議決議・意見書」を全会一致で可決した。

５.18 ・北谷町議会は、「米国上院軍事委員長等の普天間基地「嘉手納統合案」提言に抗議し、その撤回を求める決議

・意見書」を全会一致で可決した。

５.19 ・嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会（沖縄市、嘉手納町、北谷町）は嘉手納統合案に断固反対するとし

た声明を発表した。

５.23 ・第３回基地負担軽減部会が開催され、政府から２月に行った軍転協の要請に対する負担軽減の進捗状況が示

された。知事からは、県民が実感できる負担軽減の成果を早く出すよう政府に求めた。

６.21 ・日米安全保障協議委員会（｢２＋２｣）において、「沖縄における再編」等を含む日米共同発表がなされた。そ

の中で、普天間飛行場の代替施設について、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域への

設置、埋立てを主要な工法、２本の滑走路がＶ字型に配置等の検証及び確認が完了し、移設完了の目標時期

について、2014 年より後のできる限り早い時期に完了させることが確認された。

９.13 ・野田総理大臣が所信表明演説を行い、米軍普天間飛行場移設問題について、日米合意を踏まえつつ、普天間

飛行場の固定化を回避する旨の方針を示した。

11.14 ・県議会は臨時会を開き、「米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対し、環境影響評価書の提出断念を求める意見

書」を全会一致で可決した。

11.29 ・名護市議会は臨時会を開き、「米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対し、環境影響評価書の提出断念を求める

意見書」を賛成多数で可決した。

12.24 ・政府は、沖縄政策協議会における軍転協要請への回答の中で、平成 19年８月に公表した危険性除去策を平成

21 年５月までに全て完了したとした。

12.28 ・沖縄防衛局は午前４時過ぎ、県庁内守衛室に環境影響評価書 16部を持ち込んだが、市民団体の抗議を受けた

ため、残り８部を持ち込めなかった。県は環境影響評価書について同日付で収受し、飛行場及びその施設の

設置に係る県環境影響評価条例に定める必要部数の不足分について補正を求めた。

Ｈ 24. １.５ ・沖縄防衛局は不足に係る補正で求められた環境影響評価書８部を提出した。

１.６ ・県は環境影響評価書について形式上の要件に係る補正を求め、沖縄防衛局は補正に係る資料を提出した。

１.19 ・県は、普天間飛行場代替施設の環境影響評価書について、県環境影響評価審査会に諮問した。

２.８ ・県環境影響評価審査会は「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書の審査について」を答申し

た。

２.12 ・安里市長辞任に伴う宜野湾市長選挙において佐喜真淳氏が初当選し、同日市長に就任した。

２.20 ・知事は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書に対する知事意見（飛行場設置事業 25 項目 175

件）を沖縄防衛局に提出した。

３.27 ・知事は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書に対する意見（公有水面の埋立て事業 36 項目

404 件）を沖縄防衛局に提出した。

４.１ ・知事公室の返還問題対策課を組織改編し、地域安全政策課を設置した。

４.27 ・日米安全保障協議委員会（｢２+２｣）において日米共同発表がなされた。その中で、在沖海兵隊のグアムへ

の移転及び嘉手納以南の土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定

し、現行計画は「これまでに特定された唯一の有効な解決策であるとの認識」が確認された。

・防衛省で普天間飛行場の辺野古移設に向けた環境影響評価書の補正に関する有識者研究会の初会合があった。

６.17 ・宜野湾海浜公園屋外劇場で「普天間飛行場へのオスプレイ配備に反対し、固定化を許さず早期閉鎖・返還を

求める宜野湾市民大会」が開催された。（主催者側発表では 5,200 人が参加）

６.26 ・県議会は６月定例会で、ＭＶ-22 オスプレイの配備計画撤回や普天間飛行場の早期閉鎖・返還などを求める

意見書と抗議決議の両案を全会一致で可決した。

７.31 ・北部市町村会は、名護市内で臨時総会を開き、日米両政府に対して北部地域の基地負担軽減と米軍普天間飛

行場の名護市辺野古移設の撤回を求める決議案を全会一致で可決した。

８.10 ・内閣府は、国、宜野湾市、県で構成する「宜野湾市の振興に関する協議会」の第１回会合を内閣府で開催し

た。

９.９ ・宜野湾海浜公園で「オスプレイ配備に反対する県民大会」が開催された。（主催者側発表では 101,000 人が参

加）



年月日 事項

Ｈ 24. 10.１ ・米海兵隊は、岩国飛行場から普天間飛行場へオスプレイの配備を始めた。（～ 10.６までに 12 機配備）

10.23 ・米ワシントンＤ.Ｃ.における県主催シンポジウムで、知事は普天間飛行場県外移設が早いと説明した。

12.16 ・第 46 回衆議院議員総選挙が行われ、自民党が 480 議席中 294 議席を獲得した。（12.26 第二次安倍内閣発足）

12.18 ・沖縄防衛局は普天間飛行場代替施設の環境影響評価書（補正後の評価書）を県に提出した。

12.27 ・沖縄防衛局は環境影響評価書（補正後の評価書）について、公告・縦覧を開始した。（～Ｈ 25.１.29）

Ｈ 25. ２.２ ・安倍総理が来県し、知事との会談の中で、普天間の固定化はあってはならず、日米合意に基づき移設を進め

る意向を示した。

３.22 ・沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認申請を北部土木事務所に提出し、県

はこれを受理した。

３.26 ・名護市議会は、公有水面埋立申請に抗議する意見書を賛成多数で可決した。

４.12 ・県は、公有水面埋立承認願書について 13 項目 33 件の補正を要求した。

５.31 ・沖縄防衛局は、公有水面埋立承認願書の補正書４部を県に提出した。

６.28 ・県は、沖縄防衛局が提出した公有水面埋立願書の告示・縦覧を開始した。（～７.18）

８.１ ・県は、埋立承認申請手続で名護市長への意見照会を行った。（回答期限はＨ 25.11.29）

８.12 ・岩国飛行場に一時駐機していたＭＶ-22 オスプレイ９機が、普天間飛行場に追加配備された。

８.30 ・仲井眞知事は、安倍首相と官邸で会談し、普天間飛行場の県外移設等を要請した。

10.４ ・県は、沖縄防衛局に対し、埋立承認申請に関する 31 項目 73問の質問を行った。

10.25 ・沖縄防衛局は、県からの 31 項目 73 問の確認事項について回答を行った。

11.８ ・県は、沖縄防衛局に対し、埋立承認申請に関する 20 項目 73問の再質問を行った。

11.20 ・沖縄防衛局は、県からの再質問に対し回答を行った。

11.22 ・名護市議会は、臨時会を開き、辺野古の埋立申請を承認しないように求める市長の意見書を賛成多数で原案

どおり可決した。

11.25 ・移設問題を巡り、県選出・出身の自民党国会議員５人が、自民党本部で幹事長と会談し、辺野古への移設を

容認する方針で一致した。

11.27 ・名護市長は、県庁を訪ね、辺野古移設に反対し、知事に申請不承認を求める市長意見書を提出した。

11.29 ・埋立承認申請について、沖縄県環境生活部は、土木建築部に意見を提出した。

12.４ ・県は沖縄防衛局に対し、107 問の三次質問を行った。

12.10 ・沖縄防衛局は、県からの三次質問に対し回答を行った。

12.13 ・県は、沖縄防衛局に対し、７問の四次質問を行った。

12.17 ・仲井眞知事は、沖縄政策協議会において、普天間飛行場の５年以内運用停止と早期返還、オスプレイの県外

配備等、４項目の負担軽減策を要請した。

12.25 ・仲井眞知事は、首相官邸で安倍総理大臣と会談し、県が要請した負担軽減策に関する政府回答を受けた。

12.27 ・仲井眞知事は、知事後者で記者会見を行い、普天間飛行の名護市辺野古への移設に向けた埋立てを承認した

ことを表明した。

Ｈ 26.１.10 ・県議会は、臨時議会を開き、仲井眞知事の辞任を求める抗議決議を可決した。

１.15 ・知事の埋立承認の取消しを求める訴訟が那覇地裁に提起された。

１.19 ・名護市長選挙が行われ、辺野古移設に反対する現職の稲嶺氏が再選した。

２.３ ・名護市議会は、臨時議会を開き、辺野古埋立承認に抗議し、撤回を求める意見書を可決した。

２.14 ・県議会は、名護市辺野古埋立承認について調査する特別委員会（100 条委員会）の設置を決定した。

２.18 ・政府は、普天間飛行場に関する負担軽減推進会議の初会合を首相官邸で開いた。

３.13 ・小野寺防衛大臣は、参議院外交防衛委員会で、普天間飛行場代替施設建設事業に係る費用総額は少なくとも

3,500 億円以上と述べた。

３.17 ・普天間飛行場負担軽減推進作業部会の初会合が総理官邸で開かれた。

４.11 ・沖縄防衛局は、名護市に対し、辺野古漁港の使用許可等の申請・照会文書を提出した。

４.11 ・普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会の初会合が開催された。

４.15 ・第２回普天間飛行場負担軽減推進作業部会が開催された。

５.９ ・環境省の有識者会議で、海の生物の多様性を守るため「重要海域」を選定。沖縄本島周辺海域が選定される。

５.21 ・沖縄防衛局は、辺野古埋立てに係る漁業補償契約を名護市漁業協同組合と締結した。

５.29 ・第３回普天間飛行場負担軽減推進作業部会が開催された。

６.20 ・日米合同委員会において、辺野古沿岸の漁業制限区域の拡大が合意された。

６.24 ・第２回普天間飛行場負担軽減推進会議が開催された。

７.１ ・キャンプ・シュワブ沖に臨時制限区域を設定しすることが閣議決定された。

７.11 ・沖縄防衛局は、県に対し、辺野古埋立工事に伴う岩礁破砕等行為の許可申請を提出した。

８.５ ・政府は、2014 年版防衛白書を了承。辺野古移設を唯一の解決策とし、知事の埋立承認を重く受け止め、速や

かに事業に着手するとの方針を記載

８.14 ・沖縄防衛局は、海底ボーリング調査に向けたブイ設置作業を開始した。

８.18 ・沖縄防衛局は、辺野古代替施設建設事業に係る海底ボーリング調査に着手した。

８.28 ・県は、沖縄防衛局が申請した岩礁破砕等行為を許可した。

９.３ ・沖縄防衛局は、県に対し、辺野古埋立に係る設計概要変更承認申請を提出した。

９.３ ・県議会は、臨時議会を開き、「辺野古へのボーリング調査等の強硬に抗議し、工事の即時中止を求める意見書」

を可決した。



年月日 事項

Ｈ 26. 10.１ ・県土木建築部は、環境部及び農林水産部に対し、埋立設計変更承認申請について意見照会を行った。

10.20 ・第３回普天間飛行場負担軽減推進会議が開催された。

10.21 ・県は、沖縄防衛局に対し、設計概要変更承認申請についての 33問の質問を行った。

10.28 ・沖縄防衛局は、県からの質問に対し回答を行った。

10.31 ・県農林水産部は、沖縄防衛局が提出した埋立設計変更承認申請に対する意見を県土木建築部に提出した。

11.４ ・県環境部は、変更承認申請に対する土木建築部からの意見照会に対し回答し、24 件の意見を明記した。

11.５ ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請に対する二次質問６問と県環境部が提出した 24 件の意見を送付した。

11.16 ・沖縄県知事選挙において、辺野古への移設阻止を掲げる翁長氏が当選した。

11.９ ・沖縄防衛局は、県からの二次質問に対し回答を行った。

11.25 ・沖縄県議会５会派は、県土木建築部長に対し、埋立工事の変更承認申請の判断を次期知事に委ねるよう要請

した。

11.27 ・沖縄防衛局は、埋立工事の変更承認申請４件のうち、美謝川の水路切り替えルートの変更について取り下げ

た。

11.28 ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請に対する三次質問を行った。

12.１ ・沖縄防衛局は、県からの三次質問に対して回答するとともに、美謝川切替えに関する変更承認申請を取り

下げたことに伴う申請の補正書類を提出した。

12.２ ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請に対する四次質問を行った。

12.５ ・沖縄防衛局の変更承認申請について、仲井眞知事が一部を承認した。

12.９ ・仲井眞知事退任

12.10 ・翁長知事就任

12.14 ・衆議院議員選挙が行われ、沖縄の小選挙区全てにおいて辺野古移設に反対する候補が当選した。

12.19 ・名護市議会は、辺野古移設を断念するよう政府に求める決議と意見書を可決した。

12.24 ・沖縄県議会は、辺野古への新基地建設断念を日米両政府に求める決議、意見書を可決した。

12.25 ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請に対する五次質問を行った。

Ｈ 27. １.９ ・沖縄防衛局は、県からの五次質問に対し回答を行った。

１.15 ・沖縄防衛局は、埋立工事の変更承認申請のうち、土砂運搬方法の変更について取り下げた。

１.26 ・県は、埋立承認の検証を行う第三者委員会の設置を発表。合わせて沖縄防衛局に移設工事等の中断を求めた。

２.６ ・普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会は初会合を開いた。

２.16 ・県は、沖縄防衛局に対し、岩礁破砕等行為の許可区域外でサンゴ礁を破壊している可能性が高いとして、コ

ンクリートブロックの海底設置等、一部作業の停止を指示した。

２.26 ・県は、岩礁破砕等行為許可区域外でのサンゴ礁破壊について、周辺海域での調査を実施した。

３.23 ・翁長知事は、沖縄防衛局に対し、岩礁破砕等行為の許可区域外でサンゴ礁を破壊した可能性が高いとして、

７日以内に海底面を変更する全ての作業を停止するよう指示した。

３.24 ・沖縄防衛局は、農林水産大臣に対し、知事の作業停止指示は違法として、行政不服審査法に基づき無効を求

める審査請求と、裁決までの執行停止申立を行った。

３.30 ・農林水産大臣は、知事が行った作業停止指示の効力を一時的に停止することを決定した。

４.９ ・第４回環境監視等委員会が開かれ、コンクリートブロックにより 94 群体のサンゴが損傷していたことが判明

した。

４.24 ・名護市議会は、即時作業停止を沖縄防衛局に求める意見書を可決した。

５.17 ・辺野古新基地反対の県民大会がセルラースタジアム那覇で開催され、主催者発表で 35,000 人が参加した。

６.１ ・県は、辺野古新基地建設問題に関する事務を一元的に管理するため、知事公室に辺野古新基地建設問題対策

課を設置した。

７.16 ・普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会は、翁長知事に対し、埋

立承認手続に瑕疵が認められると報告した。

８.10 ・県と政府は、普天間飛行場代替施設建設問題に関し、１月間の集中協議を行うことを表明した。

８.12 ・第１回集中協議

８.18 ・第２回集中協議

８.24 ・第３回集中協議

８.29 ・第４回集中協議

９.７ ・第５回集中協議

10.13 ・翁長知事は、仲井眞前知事が行った公有水面埋立承認を取り消した。

10.14 ・沖縄防衛局は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法に基づき、翁長知事が行った取消処分の無効を求める

不服審査請求と執行停止申立てを行った。

10.28 ・国土交通大臣は、県に対し、是正勧告を行った。

11.２ ・県は、国土交通大臣の行った執行停止決定を不服として、国地方係争処理委員会に審査を申し出た。

11.６ ・県は、国土交通大臣からの是正勧告を拒否した。

11.９ ・国土交通大臣は、県に対し、是正指示を行った。

11.11 ・県は、国土交通大臣からの是正指示を拒否した。

11.17 ・国土交通大臣は、県知事を相手に、代執行訴訟を福岡高等裁判所那覇支部に提起した。

12.２ ・代執行訴訟の第１回口頭弁論において、翁長知事が意見陳述を行った。

12.24 ・国地方係争処理委員会は、県からの審査申出を却下する決定を行った。
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12.25 ・県は、国土交通大臣が行った執行停止決定が違法として、国に決定取消しを求める抗告訴訟を那覇地方裁判

所に提起した。

Ｈ 28. １.28 ・政府・/沖縄県協議会の初会合が、首相官邸で開かれた。

２.１ ・県は、国土交通大臣が行った執行停止決定を巡る国地方係争処理委員会の決定を不服とし、国土交通大臣

の決定取消しを求める関与取消訴訟を福岡高等裁判所那覇支部に提起した。

３.４ ・代執行訴訟及び関与取消訴訟において、国と県の和解が成立した。

３.７ ・国土交通大臣は、知事に対し、知事による埋立承認取消処分について、是正の指示を行った。

３.14 ・県は、国土交通大臣からの是正の指示を受け、国地方係争処理委員会に審査を申し出た。

３.23 ・第２回政府・沖縄県協議会が開催され、和解協議のための作業部会を設置することを決定した。

３.23 ・国土交通大臣が是正の指示を取り下げ、再度、是正の指示をを行ったことを受け、県は、国地方係争処理委

員会に審査を申し出た。

４.14 ・和解条項に基づく協議に関する作業部会の初会合が開かれた。

６.17 ・国地方係争処理委員会は、国土交通大臣による是正の指示が適法か違法か判断せず、「国と沖縄県は、普天間

飛行場の返還という共通の目標の実現に向けて真摯に協議し、双方がそれぞれ納得できる結果を導き出す努

力をすることが、問題の解決に向けての最善の道である」との見解を審査の結論とした。

６.24 ・県は、国地方係争処理委員会が出した結論を受け、国に対し、協議を求める文書を送付した。

７.22 ・国土交通大臣は、知事が埋立承認の取消しを取り消さないことが違法であることを確認する訴訟を、福岡高

等裁判所那覇支部に提起した。

８.５ ・不作為の違法確認訴訟の第１回口頭弁論が行われた。

８.19 ・不作為の違法確認訴訟の第２回口頭弁論が行われ、結審した。

９.16 ・不作為の違法確認訴訟で福岡高等裁判所那覇支部は、沖縄県知事が埋立承認取消しを取り消さないことは違

法であることを確認するとの判決を示した。

９.23 ・県は、福岡高等裁判所那覇支部の判決を不服とし、最高裁判所に上告及び上告受理申立を行った。

10.３ ・県は、上告理由書及び上告受理申立理由書を最高裁判所に提出した。

12.20 ・最高裁判所第２小法廷は、不作為の違法確認訴訟における県の上告を棄却した。

12.26 ・知事は、最高裁判所での敗訴判決を受け、埋立承認取消処分を取り消した。

12.27 ・政府は、知事が求めていた事前協議を拒否し、埋立工事を再開した。

Ｈ 29. １.４ ・沖縄防衛局は、約 10 か月ぶりとなる海上での作業を再開した。

２.７ ・沖縄防衛局は、キャンプ・シュワブ沿岸での埋立本体工事に着手した。

３.15 ・沖縄防衛局は、県に対し、３月末で期限を迎える岩礁破砕等行為許可の再申請は必要ないと伝えた。

４.15 ・政府は、普天間飛行場の運用停止について、地元の協力が前提とする答弁書を閣議決定した。

４.25 ・沖縄防衛局は、辺野古埋立のための護岸工事に着手した。

６.16 ・防衛大臣は、国会において、他の条件が満たされなければ普天間飛行場の返還・５年以内の運用停止は実現

しないと明言した。

７.24 ・県は、知事の許可を得ることなく岩礁破砕等行為を行ってはならないことを求め、那覇地方裁判所に差止訴

訟を提起した。

10.10 ・差止訴訟の第１回口頭弁論

10.26 ・沖縄防衛局は、県に対し、希少サンゴの移植に必要な特別採捕許可申請を行った。

11.２ ・県は、差止訴訟について、知事の許可を得ることなく岩礁破砕等行為を行ってはならない義務があることを

確認する請求の追加を申し立てた。

11.14 ・差止訴訟の第２回口頭弁論が行われた。

12.21 ・差止訴訟の第３回口頭弁論が行われ、結審した。

Ｈ 30. ２.４ ・名護市長選挙が行われ、新基地建設を推進する政府の支援を受けた渡具知武豊氏が当選した。

３.13 ・那覇地方裁判所は、差止訴訟について県が求めた差止請求及び確認請求のいずれも却下した。

３.23 ・県は、差止訴訟について、第一審の却下判決を不服として、福岡高等裁判所那覇支部に控訴した。

４.９ ・県は、沖縄防衛局に対し、留意事項に基づく事前協議が調うまでの工事停止を指導した。

５.23 ・県は、沖縄防衛局に対し、事前協議が調わないままの工事が留意事項違反であることを指摘し、工事停止を

指導した。

６.12 ・沖縄防衛局は、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく事業行為通知書を提出し、８月 17 日に埋立土砂を投入予

定と通知した。

６.22 ・県は、護岸全体を含む埋立全体の実施設計を早急に県に提出した上で、留意事項に基づく事前協議を行うよ

う指導するとともに、当該事前協議が調うまでの間の工事停止を強く指導した。

７.２ ・県が沖縄防衛局に対して行った地質調査報告書に係る公文書開示請求に対し、報告書の写しが交付された。

それによれば、「Ｃ―１～Ｃ―３護岸計画箇所付近において、当初想定されていないような特徴的な地形・地

質が確認された。」、「谷埋め堆積物については構造物の安定、地盤の圧密沈下、地盤の液状化の詳細検討を行

うことが必須」などと明記されていた。

７.４ ・差止訴訟控訴審の第１回口頭弁論が行われた。

７.９ ・第９回普天間飛行場負担軽減推進作業部会が県内（県庁舎内）で初めて開催された。



年月日 事項

Ｈ 30. ７.17 ・県は、当初想定されていなかった軟弱地盤等の存在が明らかになったことを踏まえ、沖縄防衛局に対し、Ｃ

護岸（大浦湾側）をはじめ護岸全体を含む埋立全体の実施設計等の提出を求めるとともに、即時工事停止を

求めた。

７.25 ・沖縄防衛局は、県に対し、留意事項に基づく協議は十分に行われたものと認識しており、工事を停止する必

要はないと通知した。

７.27 ・翁長知事は、埋立承認の取消しに向けて、沖縄防衛局への聴聞の手続きに入るよう関係部局長に指示した。

８.８ ・翁長知事が、膵臓がんのため急逝。

８.９ ・県は、沖縄防衛局に対し、埋立承認の取消しに係る聴聞を実施した。

８.31 ・県は、埋立承認の取消し（撤回）を行った。

９.13 ・差止訴訟控訴審の第２回口頭弁論が行われ、結審した。

９.30 ・翁長知事の死去に伴う沖縄県知事選挙で、辺野古への移設阻止を公約に掲げる玉城デニー氏が初当選した。

・知事選に立候補した佐喜真市長の辞任に伴う宜野湾市長選挙において松川正則氏が初当選し、同日市長に就

任した。

10.４ ・玉城知事就任

10.12 ・玉城知事が安倍総理大臣及び菅官房長官と面談。対話による解決を求めた。

10.17 ・沖縄防衛局は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法に基づき、県が行った承認取消処分を取り消す裁決を

求める審査請求を行うとともに、裁決までの間、当該処分の効力の停止を求める執行停止申立てを行った。

10.24 ・県は、沖縄防衛局による執行停止申立てに対する意見書を国土交通大臣に送付した。

・日米合同委員会で、平成 18 年５月のロードマップで普天間飛行場の返還条件の一つとされていた航空自衛隊

新田原基地と築城基地の緊急時の使用のための施設整備について承認された。

10.26 ・松川宜野湾市長が就任挨拶で県庁を訪問。玉城知事と面談を行った。

10.30 ・国土交通大臣は、県の埋立承認取消処分の執行停止を決定した。

11.１ ・沖縄防衛局は、国土交通大臣の執行停止決定を受けて埋立工事を再開した。

11.６ ・玉城知事が菅官房長官と面談し、工事を中断し協議の場を設けることを要望したところ、謝花副知事と杉田

官房副長官との間で１か月程度協議を行うことで合意するも、菅官房長官は工事は進めると回答した。

11.９ ・謝花副知事と杉田官房副長官が第 1回目の協議を実施。

・県は、国土交通大臣に対し、執行停止決定の取消しを求めるとともに、取り消さない場合には国地方係争処

理委員会に審査を申し出る予定であることを通知した。

11.10 ・宜野湾市役所を訪問した岩屋防衛大臣は、記者団に「新たな目標を国と沖縄が共に設定できる環境をつくら

なければならない」と語り、移設作業が遅れたため、「５年以内の運用停止」は難しいと発言した。

11.14 ・謝花副知事と杉田官房副長官が第２回目の協議を実施。

11.19 ・県は、沖縄防衛局による審査請求に対する弁明書を国土交通大臣に送付した。

11.22 ・謝花副知事と杉田官房副長官が第３回目の協議を実施。

11.28 ・謝花副知事と杉田官房副長官が第４回目の協議を実施。

・玉城知事が安倍総理大臣と面談。対話の継続を求めた。

11.29 ・県は、承認取消の効力を一時停止させた国土交通相による執行停止決定を不服として、国地方係争処理委員

会へ審査申出を行った。

12.３ ・沖縄防衛局は、琉球セメント（株）が設置した安和桟橋を利用した土砂積み込み作業を開始した。

12.13 ・玉城知事が菅官房長官、岩屋防衛大臣と面談。土砂投入の中止を求めた。

12.14 ・沖縄防衛局は、埋立区域２－１（K4、N3、N5 護岸で仕切られた部分）に土砂の投入を開始した。

12.19 ・県は、岩礁破砕等行為差止訴訟の控訴審判決に対し、上告受理申立てを行った。

12.21 ・県は、沖縄防衛局に対し、土砂投入の即時中止等を求める行政指導文書及び埋立土砂の性状の重大な疑義に

関する文書を発出した。

12.27 ・県は、国地方係争処理委員会からの照会に対して、上申書を発出した。

Ｈ 31. １.11 ・県は、沖縄防衛局に対し、埋立土砂の性状に関する疑義への説明等を求める文書を発出した。

１.18 ・県は、国地方係争処理委員会あて、国土交通大臣の主張に対する意見書を発出した。

１.25 ・県は、沖縄防衛局に対し、埋立土砂の性状の重大な疑義に関する２件の行政指導文書を発出した。

２.８ ・県は、岩礁破砕等行為差止訴訟に係る上告受理申立て理由書を提出。

２.18 ・国地方係争処理委員会は、県の審査申し出を却下した。

２.20 ・県は、沖縄防衛局が提出した反論書に対して、意見書を提出。

２.24 ・「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」を実施。投票総数 605,385 票（投票率 52.48%）、

賛成 114,933(19.0%)、反対 434,273（71.7%）、どちらでもない 52,682（8.7%）となった。

２.28 ・平成 26 年の普天間飛行場負担軽減推進会議で求めた５年以内の運用停止が実現しないまま期限を迎えた。

３.１ ・玉城知事は、安倍総理大臣及びヤング臨時代理大使と面談し、県民投票条例に基づき、県民投票結果を通知

した。その際、日米両政府に沖縄県を加えた協議の場として、いわゆる SACWO の設置を提案した。

３.４ ・県は、沖縄防衛局が提出した反論書に対して、「固有の資格」に係る意見書を提出。

３.18 ・玉城知事は、就任後初めて宜野湾市役所を訪問し、市役所屋上から普天間飛行場を視察したほか、松川市長

と２回目の面談を行った。

３.19 ・玉城知事は、安倍総理大臣と面談。集中協議の申し入れを行うとともに、岩礁破砕行為等差止訴訟の取り下

げを表明、その指示をした。



年月日 事項

Ｈ 31.３.22 ・県は、国土交通大臣の行った執行停止決定の取消しを求め、地方自治法に基づく関与取消訴訟を提起した。

３.28 ・県は、岩礁破砕行為等差止訴訟に係る上告受理申立てを取り下げた。

４.５ ・国土交通大臣は、昨年 10 月 17 日に沖縄防衛局が行った審査請求に関し、埋立承認取消しを取り消す旨の裁

決を行った。

４.10 ・玉城知事就任後初めてとなる第５回普天間飛行場負担軽減推進会議が首相官邸で開催された。

４.22 ・県は、同月５日に国土交通大臣の裁決が出たことにより執行停止決定の効力が消滅したため、当該執行停止

決定の取消しを求めた訴えを取り下げた。

・県は、国土交通大臣が行った裁決を不服として、国地方係争処理委員会に審査申出を行った。

Ｒ元. ５.14 ・普天間飛行場の５年以内運用停止の期限が２月末に経過したことから、県は、米国政府に対し普天間飛行場

の早期運用停止を求める書簡を送付した。

５.20 ・第１回 国地方係争処理委員会が行われた。

６.11 ・沖縄防衛局は、Ｋ－８護岸を利用した土砂の陸揚げ作業を開始した。

６.11 ・県は、沖縄防衛局に対し、工事の中止等についての行政指導文書を発出した。

６.11 ・県は、We love OKINAWA デニー知事トークキャラバンのキックオフ・シンポジウムを東京で開催した。

６.17 ・第２回国地方係争処理委員会において、本県の審査申出が却下された

７.17 ・県は、埋立承認取消しを取り消した国土交通大臣の裁決は違法な国の関与であるとして、その取消しを求め、

地方自治法に基づく関与取消訴訟を提起した。

７.28 ・玉城知事は、現職知事として初めて、フジロックフェスティバルで行われたザ・アトミックカフェのトーク

ライブに出演し、辺野古新基地建設問題や日米地位協定の問題点等を訴えた。

８.７ ・県は、国土交通大臣の行った裁決の取消しを求め、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を提起した。

８.19-20 ・県は、We love OKINAWA デニー知事トークキャラバン in 名古屋を実施した。

９.４ ・第 10 回普天間飛行場負担軽減推進作業部会が県庁舎内で開催された。

９.8-9 ・県は、We love OKINAWA デニー知事トークキャラバン in 大阪を実施した。

９.18 ・関与取消訴訟の第１回口頭弁論において玉城知事が意見陳述を行い、結審した。

９.27 ・宜野湾市議会は、普天間飛行場の一日も早い危険性除去のため、同飛行場の辺野古への移設促進を求める意

見書を可決した。

10.23 ・福岡高等裁判所那覇支部は、関与取消訴訟について、訴えを却下する判決を言い渡した。

10.30 ・県は、関与取消訴訟について最高裁判所に上告受理申立てを行った。

11.19-20 ・県は、We love OKINAWA デニー知事トークキャラバン in 札幌を実施した。

11.26 ・抗告訴訟の第１回口頭弁論において、玉城知事が意見陳述を行った。

12.５ ・県は、沖縄防衛局に対し、フロート等の撤去及び工事の中止について行政指導文書を発出した。

12.25 ・政府は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る「第３回技術検討会」において、設計変更から事業完了（提

供手続の完了）まで、工期を約 12 年、総工費約 9300 億円との試算を示した。

Ｒ２. ２.28 ・農林水産大臣は、サンゴ類の特別採補許可申請を沖縄防衛局に許可するよう知事に是正の指示を行った。

３.26 ・最高裁判所は、関与取消訴訟について、上告を棄却する判決を言い渡した（県の敗訴が確定）。

３.30 ・玉城知事は、サンゴ類の特別採補許可申請を沖縄防衛局に許可するよう農林水産大臣が行った是正の指示を

不服として、国地方係争処理委員会に審査申出を行った。

４.17 ・沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設事業の工事関係者１名に新型コロナウイルスの感染者が出たとし

て、工事を一時中断した。

・県は、建設予定地付近でジュゴンの鳴音らしき音が確認されたことを受け、沖縄防衛局に対し、事業を停止

し、ジュゴンの来遊状況の確認やジュゴンへの影響を再評価することなどを求める行政指導文書を発出した。

４.21 ・沖縄防衛局は、軟弱地盤の地盤改良工事を追加することなどを目的とする普天間飛行場代替施設建設事業に

係る埋立地用途変更・設計概要変更承認申請書（変更承認申請）を北部土木事務所に提出し、県はこれを受

理した。

５.22 ・玉城知事は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため WEB 方式で行われた国地方係争処理委員会の審査

会で意見陳述を行った。

５.25 ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請書について 56 件の補正を求めた。

６.４ ・県は、沖縄防衛局に対し、４月 17 日の行政指導に関連して、あらためて行政指導を行い報告を求めた。

６.７ ・任期満了に伴う沖縄県議会議員選挙が行われ、辺野古移設反対を訴える県政与党が過半数を維持した。

６.11 ・沖縄防衛局は、県が発出した４月 17 日付け文書に対して、ジュゴンに対する工事の影響は認められず再評価

の必要はない旨回答した。

・知事公室長が宜野湾市を訪問し、松川市長及び和田副市長らと面談した。

６.12 ・沖縄防衛局は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策について受注業者等と調整が整ったとして、埋立工

事を再開した。

６.18 ・沖縄防衛局は、県が５月 25 日に行った補正要求に対して、変更承認申請書の補正を行った。

６.19 ・国地方係争処理委員会は、農林水産大臣が行った是正の指示は違法ではないと認める決定を行った。

６.25 ・県は、沖縄防衛局に対し、６月 11 日の沖縄防衛局の回答を受けて、あらためてジュゴンへの影響を再評価す

るよう行政指導を行った。

７.１ ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請書について３件の再補正を求めた。



年月日 事項

Ｒ２.７.６ ・沖縄防衛局は、県が７月１日に行った再補正要求に対して、変更承認申請書の補正を行った。

７.22 ・県は、農林水産大臣の行った是正の指示の取消しを求め、地方自治法に基づく関与取消訴訟を提起した。

８.３ ・抗告訴訟の第２回口頭弁論が行われ、結審した。

９.８ ・県は、変更承認申請について、告示・縦覧を開始した（９.28 まで）。

９.16 ・菅義偉氏が内閣総理大臣に就任した（菅内閣発足）。

９.30 ・沖縄防衛局は、埋立区域②-１について、事業行為通知書に記載された高さまで埋立て（陸地化）を完了した。

10.16 ・玉城知事は、菅首相と首相就任後初めて面談し、辺野古新基地建設問題について協議の場の設置を求めた。

11.19 ・第 11 回普天間飛行場負担軽減推進作業部会が首相官邸で開催された。

11.20 ・関与取消訴訟の第１回口頭弁論で玉城知事が意見陳述し、結審した。

11.27 ・那覇地方裁判所は、抗告訴訟について、訴えを却下する判決を言い渡した。

・県は、名護市長に対し、変更承認申請に関する意見を令和３年３月 26日までに提出することを求めた。

12.11 ・県は、抗告訴訟について、第一審判決を不服として、福岡高等裁判所那覇支部に控訴した。

12.16 ・名護市長は、変更承認申請に関して「異議なし」とする意見に係る議案を名護市議会に提出した。

12.21 ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請に関する 16 項目 242 件の一次質問を行った。

12.21 ・名護市議会は、名護市長が提出した変更承認申請に関する意見に係る議案を否決した。

12.24 ・県は、土砂陸揚げに関して、埋立願書に記載のないスパッド台船及びデッキバージの運用が確認されたこと

を受けて、沖縄防衛局に対して、スパッド台船等の運用停止を求める行政指導文書を発出した。

Ｒ３. １.22 ・沖縄防衛局は、県からの一次質問に対し回答を行った。

１.26 ・沖縄防衛局は、県が発出した 12 月 24 日付け文書に対して、スパッド台船等の運用を継続する旨回答した。

２.３ ・福岡高等裁判所那覇支部は、サンゴ特別採補許可申請に関する是正の指示の取消しを県が求めた関与取消訴

訟について、県の請求を棄却する判決を言い渡した。

２.10 ・県は、関与取消訴訟における高裁判決を不服として、最高裁判所に上告受理申立てを行った。

２.22 ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請に関する 13 項目 96件の二次質問を行った。

2.22-3.31 ・県は、トークキャラバンに代わり、動画「沖縄から伝えたい。米軍基地の話。」（全６回）を制作し YouTube
に公開した。

３.８ ・沖縄防衛局は、県からの二次質問に対し回答を行った。

４.22 ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請に関する８項目 105件の三次質問を行った。

５.11 ・沖縄防衛局は、県からの三次質問に対し回答を行った。

６.16 ・県は、沖縄防衛局に対し、変更承認申請に関する２項目９件の四次質問を行った。

６.30 ・沖縄防衛局は、県からの四次質問に対し回答を行った。

７.６ ・最高裁判所は、サンゴ特別採補許可申請に関する是正の指示の取消しを県が求めた関与取消訴訟について、

県の上告を棄却した。（裁判官５人中反対意見２人）

７.28 ・県は、沖縄防衛局に対し、高水温期や台風時期の移植を避けることなどの条件を付して、サンゴ類の特別採

補の許可を行った。

７.29 ・沖縄防衛局は、サンゴ類の移植作業を開始した。

７.30 ・県は、許可処分に付した留意事項違反を理由として、沖縄防衛局に対するサンゴ類の特別採捕許可を取り消

した。

８.２ ・沖縄防衛局は、農林水産大臣に対し、サンゴ類の特別採捕許可の取消しに関して審査請求及び執行停止の申

立てを行った。

８.４ ・県は、沖縄防衛局長が農林水産大臣に行った執行停止の申立てに対する意見書を提出した。

８.５ ・農林水産大臣は、サンゴ類の特別採捕許可の取消しの執行停止を決定した。

８.６ ・県は、沖縄防衛局長が農林水産大臣に行った審査請求に対する弁明書を提出した。

８.13 ・沖縄防衛局は、農林水産省の審理員あて、県が提出した弁明書に対して、反論書を提出した。

８.26 ・国土交通大臣の裁決の取消しを求める抗告訴訟（控訴審）の第１回口頭弁論で玉城知事が意見陳述を行い、

結審した。

８.27 ・県は、農林水産省の審理員あて、沖縄防衛局が農林水産大臣に行った審査請求において、同局が提出した反

論書に対して、意見書を提出した。

９.11 ・県は、「辺野古・大浦湾シンポジウム 2021」を開催し、玉城知事があいさつを行った。（オンラインで開催）

９.17 ・県は、環境監視等委員会に対し、サンゴ類の移植に関する公開質問状を送付した。

10.１ ・沖縄防衛局は、新基地の建設に伴う美謝川の水路切り替え工事に着工した。

10.５ ・沖縄県から環境監視等委員会への令和３年９月 17 付けの公開質問に対し、沖縄防衛局から回答しない旨の回

答があった。

10.14 ・令和３年９月 17 日付けで、日本サンゴ礁学会サンゴ礁保全学術委員会に対し、高水温、台風襲来期のサンゴ

移植について意見照会を行ったところ、10 月 14 日付けで回答があった。

10.15 ・県は、農林水産省の審理員あて、沖縄防衛局が農林水産大臣に行った審査請求において、同局が提出した反

論書に対して、意見書を提出した。

11.５ ・沖縄防衛局は、農林水産省の審理員あて、県が提出した意見書に対して、反論書を提出した。

11.19 ・県は、農林水産省の審理員あて、沖縄防衛局が農林水産大臣に行った審査請求において、同局が提出した反

論書に対して、意見書を提出した。



年月日 事項

Ｒ３.11.25 ・県は、沖縄防衛局から提出された普天間飛行場代替施設建設事業に係る変更承認申請に対し、不承認とする

処分を行った。

12.７ ・沖縄防衛局は、変更承認申請の不承認処分を受け、国土交通大臣に審査請求を行った。

12.15 ・福岡高等裁判所那覇支部は、抗告訴訟（控訴審）について、県の控訴を棄却する判決を言い渡した。

12.27 ・第 12 回普天間飛行場負担軽減推進作業部会が県庁舎内で開催された。

12.28 ・県は、抗告訴訟における高裁判決を不服として、最高裁判所に上告受理申立てを行った。

・農林水産大臣は、本年８月２日に沖縄防衛局が行った審査請求に関し、サンゴ類の特別採捕許可取消処分を

取消す旨の裁決を行った（移植完了箇所については却下）。

Ｒ４. １.６ ・県は、国土交通省の審理員あて、沖縄防衛局長が国土交通大臣に行った審査請求に対する弁明書を提出した。

１.21 ・沖縄防衛局は、国土交通省の審理員あて、県が提出した弁明書に対して、反論書を提出した。

１.27 ・県は、「チムグクルで考えよう、デニー知事トークキャラバンｉｎ福岡」をオンライン配信で実施し、玉城知

事が講演を行った。

２.７ ・県は、国土交通省の審理員あて、沖縄防衛局が国土交通大臣に行った審査請求において、同局が提出した反

論書に対して、意見書を提出した。

２.９ ・県は、「チムグクルで考えよう、デニー知事トークキャラバンｉｎ神戸」をオンライン配信で実施し、玉城知

事が講演を行った。

２.22 ・沖縄防衛局は、国土交通省の審理員あて、県が提出した意見書に対して、反論書を提出した。

２.24 ・県は、令和３年 12 月 28 日に上告受理申立てを行った抗告訴訟について、最高裁判所に上告受理申立て理由

書を提出した。

３.２ ・沖縄防衛局が国土交通大臣に行った審査請求に関して、国土交通省の審理員が求めた鑑定に対して、鑑定人

は鑑定書を提出した。

３.10 ・県は、国土交通省の審理員あて、沖縄防衛局が国土交通大臣に行った審査請求において、同局が提出した反

論書に対して、意見書を提出した。

・県は、国土交通省の審理員あて、沖縄防衛局が国土交通大臣に行った審査請求において、審理員が求めた鑑

定に対する意見書を提出した。

３.25 ・国土交通省の審理員から、審理手続き終結の通知があった。

４.８ ・国土交通大臣は、沖縄防衛局からの審査請求に対し、県の行った埋立不承認処分を取り消す裁決を行うとと

もに、県に対して、地方自治法に基づき４月 20 日までに変更承認申請の承認を行うよう勧告した。

・知事公室長が宜野湾市役所を訪問し、松川市長及び和田副市長らと面談したほか、市役所屋上から普天間飛

行場を視察した。

４.12 ・松川宜野湾市長が県庁を訪れ、知事に対し「普天間飛行場の一日も早い閉鎖・返還及び速やかな運用停止の

実現」について要請した。

４.20 ・県は、国土交通大臣の勧告に対し、裁決書の内容を精査して対応する必要があることなどから、勧告で求め

た４月 20 日までに承認することに対する判断を行うことはできない旨を回答するとともに、内閣総理大臣宛

に、県との対話を求める文書を発出した。

４.28 ・国土交通大臣は、県に対して、地方自治法に基づき５月 16 日までに変更承認申請の承認を行うよう是正の指

示を行った。

５.９ ・県は、国土交通大臣が行った採決の取消を求め、国地方係争処理委員会に審査を申し出た。

５.16 ・県は、国土交通大臣が行った是正の指示及び審査申出に対して事前通知した。

５.30 ・県は、国土交通大臣が行った是正の指示の取消を求め、国地方係争処理委員会に審査を申し出た。

５.31 ・国地方係争処理委員会は、５月９日に県が申し出た審査について、会合を開いた。

６.７ ・国地方係争処理委員会は、５月 30 日に県が申し出た審査について、会合を開いた。

６.８ ・国土交通大臣は、国地方係争処理委員会に意見書を提出した。（裁決関係）

６.15 ・国土交通大臣は、国地方係争処理委員会に答弁書を提出した。（是正の指示関係）

６.16 ・県は、国地方係争処理委員会に対し、国土交通大臣の意見書に対する意見書を提出した。（裁決関係）

６.23 ・玉城知事は、沖縄全戦没者追悼式参加のため来県した岸田総理に対し、普天間飛行場の一日も早い危険性の

除去、普天間飛行場負担軽減推進会議の早期開催を求めた。

６.24 ・県は、国地方係争処理委員会に対し、国土交通大臣の答弁書に対する反論書を提出した。（是正の指示関係）

６.30 ・国地方係争処理委員会は、５月９日に県が申し出た審査について、会合を開いた。（裁決関係）

７.４ ・国土交通大臣は、国地方係争処理委員会に再答弁書を提出した。（是正の指示関係）

７.12 ・国地方係争処理委員会は、裁決に係る沖縄県の審査申出について、本件裁決は国の関与にはあたらないので、

当委員会の審査の対象にならないとして、県の審査申出を却下する判断を行った。（裁決関係）

７.13 ・県は、「チムグクルで考えよう、デニー知事トークキャラバンｉｎ横浜」を開催した。

７.20 ・国土交通大臣は、国地方係争処理委員会に陳述書を提出した。（是正の指示関係）

・県は、国地方係争処理委員会に陳述書を提出した。（是正の指示関係）

７.21 ・国地方係争処理委員会は会合を開き、国土交通省及び県（池田副知事対応）は意見陳述を行った。

７.22 ・沖縄防衛局は、大浦湾海域の小型サンゴ類及び大型サンゴ類の移植・移築に係る特別採用許可申請を行った。

７.28 ・国地方係争処理委員会は、会合を開いた。（是正の指示関係）

８.４ ・国地方係争処理委員会は、会合を開いた。（是正の指示関係）



年月日 事項

Ｒ４.８.12 ・県は、変更不承認処分に対して国土交通大臣が行った裁決の取消しを求めて、地方自治法第 251 条の５に基

づく違法な国の関与の取り消し訴訟を、福岡高等裁判所那覇支部に提訴した。

８.19 ・国地方係争処理委員会は、国土交通大臣の是正の指示の取消しを求めて県が５月 30 日に行った審査申出に対

し、本件是正の指示は違法でないとして、県の主張を認めないとする決定を行った。

８.24 ・県は、国土交通大臣が行った変更承認処分をせよとの是正の指示の取消しを求めて、地方自治法第 251 条の

５に基づく違法な国の関与の取消訴訟を、福岡高等裁判所那覇支部に提訴した。

９.５ ・県は、沖縄防衛局が申請したサンゴ特別採補許可申請（２件）について、移植の必要性が認められないこと

から不許可とした。

９.11 ・任期満了に伴う県知事選挙で、辺野古に新基地を造らせないとの公約に掲げた現職の玉城デニー氏が再選さ

れた。

９.20 ・沖縄防衛局は、農林水産大臣に対して、県の行ったサンゴ特別採補許可申請の不許可処分の取消しを求める

審査請求を行った。

９.28 ・玉城知事は、来県した浜田防衛大臣に対して、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去等を求めた。

９.30 ・県は、変更不承認処分に対して令和４年４月８日に国土交通大臣が行った裁決の取消しを求めて、行政事件

訴訟法に基づく抗告訴訟を、那覇地方裁判所に提起した。

10.３ ・玉城知事は、松野官房長官と面談し、基地問題や沖縄の抱える様々な問題の解決に向けた集中協議の場を設

けるよう求めた。松野長官からは、既存の枠組みを活用したい旨の回答があった。

10.５ ・県は、サンゴの特別採補許可申請を不許可とした県の決定を不服として、沖縄防衛局が農林水産大臣に審査

請求したことを受け、農林水産省の審理員に弁明書を提出した。

11.12 ・県は、「チムグクルで考えよう、デニー知事トークキャラバンｉｎ広島」を開催した。

11.28 ・松川宜野湾市長が県庁を訪れ、玉城知事に対し「普天間飛行場の一日も早い閉鎖・返還及び速やかな運用停

止の実現」について要請を行った。

12.１ ・県は、埋立変更承認申請に関する国土交通大臣の裁決及び是正の指示が違法な国の関与であるとして、その

取消しを求める関与取消訴訟の第１回口頭弁論に参加し、玉城知事が意見陳述を行った（福岡高等裁判所那

覇支部）。

12.８ ・最高裁判所は、埋立承認取消処分を取り消した国土交通大臣の裁決を取り消しを求めて県が提訴した抗告訴

訟について、本件訴訟が裁判所の審理対象ではないとして上告を棄却した。

12.16 ・農林水産大臣（水産庁）は、県の行ったサンゴ特別採補許可申請の不許可処分の取消しを求める沖縄防衛局

の審査請求に対し、県の不許可処分を取り消す裁決を行った。

Ｒ５. １.12 ・県は、「チムグクルで考えよう、デニー知事トークキャラバンｉｎ京都」を開催した。

２.８ ・県は、変更不承認処分に対して国土交通大臣が行った裁決の取消しを求める抗告訴訟の第１回口頭弁論に参

加した（意見陳述は代理人弁護士対応）。

２.15 ・第 13 回普天間飛行場負担軽減推進作業部会が首相官邸で開催された。

３.16 ・福岡高等裁判所那覇支部は、県が提訴した地方自治法第 251 条の５に基づく違法な国の関与の取り消し訴訟

（裁決）について、固有の資格に該当せず、地方自治法第 245 条第３号括弧書きの裁決に該当し国の関与に

当たらないものであるから訴えは不適法として却下した。

・福岡高等裁判所那覇支部は、県が提訴した地方自治法第 251 条の５に基づく違法な国の関与の取り消し訴訟

（是正の指示）について、是正の指示は適法であるとして棄却した。

３.17 ・農林水産大臣は、県に対し、地方自治法第 245 条の４第１項に基づき、沖縄防衛局の行ったサンゴ特別採補

許可申請について、令和５年３月 24 日までに許可するよう勧告した。

３.23 ・県は、３月 16 日に言い渡された地方自治法第 251 条の５に基づく違法な国の関与（裁決、是正の指示）の取

消訴訟における高裁判決を不服として、最高裁判所に２件の上告受理申立てを行った。

４.10 ・県は、３月 16 日に言い渡された地方自治法第 251 条の５に基づく違法な国の関与（裁決、是正の指示）の取

消訴訟における高裁判決を不服として、最高裁判所に２件の上告受理申立理由書を提出した。

４.12 ・松川宜野湾市長が県庁を訪れ、玉城知事に対し「普天間飛行場の一日も早い閉鎖・返還及び速やかな運用停

止の実現」について要請を行った。

４.28 ・県は、変更不承認処分に対して国土交通大臣が行った裁決の取消しを求める抗告訴訟の第２回口頭弁論に参

加した。

５.19 ・玉城知事は、辺野古区公民館を訪問し、久辺三区（辺野古区、豊原区、久志区）の区長等と意見交換を行っ

た。

７.19 ・県は、「チムグクルで考えよう、デニー知事トークキャラバンｉｎ長崎」を開催した。

７.25 ・玉城知事は、全国知事会議 in 山梨に出席し、全国知事会に有識者を含む研究会を設置して沖縄県が考える見

直し案に限らず地方自治の観点から議論する場を設けるよう要望した。

８.17 ・県は、沖縄防衛局のサンゴ類特別採捕許可申請２件に関し許可処分をするよう農林水産大臣から受けた是正

の指示について、地方自治法 251条の５の規定に基づき関与取消訴訟を福岡高等裁判所那覇支部に提起した。

８.24 ・最高裁判所は、沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対する県の不承認処分を取り消した国土交通大臣裁決につ

いての関与取消訴訟で、県の上告受理申立てを不受理とした。

９.４ ・最高裁判所は、沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対し承認処分をするよう国土交通大臣から受けた是正の指

示についての関与取消訴訟で、県の上告を棄却するとの判決を言い渡した。



年月日 事項

Ｒ５.９.18 ・知事は、スイス・ジュネーブで開催された国連人権理事会本会議に出席し、沖縄に米軍基地が集中している

状況や県民の平和を希求する思いなどをスピーチした。

９.19 ・知事は、国連欧州本部ビルにおいて、「米軍基地による人権・自治・環境問題」をテーマとして講演を行った。

９.19 ・国土交通大臣は、県に対し、令和５年９月 27 日までに沖縄防衛局の埋立変更承認申請を承認せよとの勧告書

を発出した。

９.21 ・沖縄防衛局は、県に対し、平成 25 年 12 月 27 日の埋立承認書別紙留意事項に基づき、協議書（「普天間飛行

場代替施設建設事業に係る工事の実施設計について（協議）」及び「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環

境保全対策等について（協議）」を提出した。

９.27 ・県は、国土交通大臣に対し、勧告の期限までに承認を行うことは困難であると文書で回答した。

９.28 ・国土交通大臣は、県に対し、令和５年 10 月４日までに沖縄防衛局の埋立変更承認を承認せよとの指示書を発

出した。

10.４ ・県は、国土交通大臣に対し、指示の期限までに承認を行うことは困難であると文書で回答した。

10.５ ・国土交通大臣は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立変更承認申請を沖縄県知事に承認せよとの代執

行訴訟を、福岡高等裁判所那覇支部に提起した。

10.11 ・玉城知事は、臨時記者会見を開催し、国土交通大臣が提起した代執行訴訟について、応訴することを表明し

た。

10.18 ・県は、国土交通大臣が提起した代執行訴訟について、原告の請求を棄却するとの判決を求める答弁書を福岡

高等裁判所那覇支部に提出した。

10.19 ・県は、沖縄防衛局に対し、同年９月 21 日に同局が県に提出した、普天間飛行場代替施設建設事業に関する協

議書２件について、訴訟の継続中は同協議書に応ずることはできないとの文書を発出した。

10.30 ・玉城知事は、福岡高等裁判所那覇支部において、国土交通大臣が提起した代執行訴訟の第１回口頭弁論で、

意見陳述を行った。

11.15 ・那覇地方裁判所は、沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対する県の不承認処分を取り消した国土交通大臣裁決

についての抗告訴訟で、県の訴えを却下した。

11.28 ・県は、沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対する県の不承認処分を取り消した国土交通大臣裁決についての抗

告訴訟において、訴えを却下した那覇地方裁判所の判決を不服として、福岡高等裁判所那覇支部に控訴した。

12.20 ・福岡高等裁判所那覇支部は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立変更承認申請を沖縄県知事に承認せ

よとの代執行訴訟について、沖縄県知事に対して、令和５年 12 月 25 日までに承認せよと命ずる判決を言い

渡した。

12.27 ・県は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立変更承認申請を沖縄県知事に承認せよとの代執行訴訟にお

いて、国土交通大臣の請求を認めた福岡高等裁判所那覇支部の判決を不服として、最高裁判所に上告受理申

立てをした。

12.28 ・国土交通大臣は、地方自治法 245 条の８第８項に基づき、沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対し、沖縄県知

事に代わって承認を行った。

Ｒ６.１.10 ・沖縄防衛局は、大浦湾側の海上ヤードの工事に着手した。

(2024)１.11 ・県は、沖縄防衛局に対し、令和５年９月 21 日に同局が県に提出した、普天間飛行場代替施設建設事業に関す

る協議書２件について、国土交通大臣が沖縄県知事に代わって沖縄防衛局の変更承認申請書を承認したこと

から、同協議書の協議を開始する。なお、本件各協議書の協議が整うまでの間、本件各協議書に示されてい

る施設等に関する工事には着手しないよう求める旨の文書を発出した。

１.11 ・県は、龍谷大学（京都市）において「大学で考える”沖縄の米軍基地と人権・民主主義” デニー知事トーク

キャラバン in 龍谷大学」を実施し、玉城知事が講演を行った。

１.19 ・県は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立変更承認申請を沖縄県知事に承認せよとの代執行訴訟にお

いて、国土交通大臣の請求を認めた福岡高等裁判所那覇支部の判決を不服として、最高裁判所に上告受理申

立理由書を提出した。

２.15 ・福岡高等裁判所那覇支部は、沖縄防衛局のサンゴ類特別採捕許可申請２件に関し許可処分をするように求め

た農林水産大臣の是正の指示の取消しを求めて提起した関与取消訴訟について、県の請求を棄却した。

２.22 ・県は、沖縄防衛局のサンゴ類特別採捕許可申請２件に関し許可処分をするように求めた農林水産大臣の是正

の指示の取消しを求めて提起した関与取消訴訟について、県の請求を棄却した福岡高等裁判所の判決を不服

として、上告受理申立てをした。

２.29 ・最高裁判所第一小法廷は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立変更承認申請を沖縄県知事は承認せよ

との判決を求め国が提訴した代執行訴訟について、県がした上告受理申立てを不受理とする決定をした。

３.７ ・第 14 回普天間飛行場負担軽減推進作業部会が首相官邸で開催された。

３.11 ・県は、沖縄防衛局のサンゴ類特別採捕許可申請２件に関し許可処分をするように求めた農林水産大臣の是正

の指示の取消しを求めて提起した関与取消訴訟について、県の請求を棄却した福岡高等裁判所の判決を不服

として、上告受理申立理由書を提出した。



（２）代替施設協議会の経緯

ア 第１回協議会：（平成 12 年８月 25 日）

普天間飛行場代替施設の規模、工法、具体的建設場所、その他代替施設の基本計画の策定に必要な事項について協議する

こと、また、協議にあたっては、安全環境面に十分留意することなどが了承された。

イ 第２回協議会：（平成 12 年 10 月３日）

県から、軍民共用飛行場としての民間機能の位置づけについて説明し、運輸省（現「国土交通省」）の知見も得ながら引き

続き関係機関で検討を深めていくことが確認された。また、ジュゴンの生息状況の予備的調査について、防衛庁が、実施す

ることが了承された。

ウ 第３回協議会：（平成 12 年 10 月 31 日）

「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」の地形・藻場やサンゴ等の分布状況について、防衛庁から説明があり、

経年変化が予想されるサンゴと藻場について、沿岸を中心とした周辺地域の状況を含め、補足調査を実施することが了承さ

れた。

エ 第４回協議会：（平成 12 年 11 月 29 日）

航空機騒音をはじめとする生活環境等について防衛庁から説明があり、代替施設の具体的建設場所等の検討にあたっては、

自然環境や生活環境に著しい影響を及ぼすことのないよう最大限努力を行うとの基本方針に基づき検討を行うことが確認さ

れ、これに関連して、米軍ヘリコプターによる現地試験飛行を実施することが了承された。さらに、今後、協議される工法

について、部外団体へ作業依頼することが了承された。

オ 第５回協議会：（平成 13 年１月 16 日）

代替施設の各工法の概要について防衛庁より説明があった。工法の詳細について、部外団体へ委託しており、その結果を

関係機関の協力を得て整理の上、防衛庁が説明することが承認された。

カ 第６回協議会：（平成 13 年３月６日）

ジュゴンの予備的調査やサンゴ・藻場等の補足調査の結果報告のほか、代替施設の規模や具体的な検討にあたっての留意

事項等について意見交換を行った。

キ 第７回協議会：（平成 13 年６月８日）

３工法８案が防衛庁から提示された。検討資料に関する地元説明については、防衛庁が中心になって関係機関の協力の下、

できるだけ対応していくこと、基本計画の策定とは別に全般的なジュゴン保護対策を検討していくため、環境省において関

係省庁及び沖縄県の協力の下、その調査実施に向け検討を進めることが了承された。

ク 第８回協議会：（平成 13 年 12 月 27 日）

第７回で防衛庁より示された３工法８案について、県より、名護市等地元の意見も踏まえた県の考え方を報告し、名護市、

宜野座村、東村からは地元における意見集約の状況等が報告された。これらを受け、本協議会の今後の取り組みとして、「代

替施設基本計画主要事項に係る取扱い方針」が了承された。

ケ 第９回協議会：（平成 14 年７月 29 日）

代替施設の規模、工法、具体的建設場所及び環境対策を定めた基本計画案が決定された。

今後は、基本計画に基づく建設及びその後の運用段階においても、地域の住民生活に著しい影響を及ぼさないよう取り組

む必要があり、また、代替施設の使用に関する協定及び環境問題についての定期的なフォローアップを行う必要もあること

から、県としては、国に対して新たな協議機関の設置を求めた。

（３）代替施設建設協議会の経緯

ア 第１回協議会：（平成 15 年１月 28 日）

代替施設建設協議会設置要綱が了承され、普天間飛行場代替施設について地域の住民生活及び自然環境に著しい影響を及

ぼすことのないよう最大限の努力を行いつつその円滑な建設を推進することを目的とする協議会が設置された。

また、代替施設の使用協定については、実務者連絡調整会議において、本協議会への報告を念頭に置いて、引き続き協議

を進めることとされた。

さらに、防衛庁より、環境影響評価、護岸構造にかかる技術検討、現地技術調査など代替施設建設に係る当面の取組につ

いて報告が行われ、今後、防衛庁において、地元地方公共団体による地元説明等に協力しつつ、地域住民の生活環境及び自

然環境に十分配慮しながら、これを進めることとされた。

イ 第２回協議会：（平成 15 年 12 月 19 日）

政府側から、代替施設の建設事業内容の検討及び現地技術調査について、引き続き、環境面も考慮し、地元地方公共団体

の理解も得つつ取り組んでいくことや、護岸構造の技術検討について、現地技術調査の結果を得ながら進めていく旨の説明

がなされた。

また、環境影響評価については、環境影響評価法に基づき、方法書の作成を行っており、今後所要の手続を経た上で、環

境現況調査を実施する予定である旨の報告がなされた。

（４）実務者連絡調整会議の経緯

ア 第１回

（ア）月日：平成 12 年 11 月 21 日（火）

（イ）場所：那覇防衛施設局（沖縄）

（ウ）議題：実務者連絡調整会議設置要綱について

今後の取組について

イ 第２回

（ア）月日：平成 13 年２月１日（木）

（イ）場所：防衛施設庁（東京）

（ウ）議題：実務者連絡調整会議設置要綱の改正について

代替施設の使用に関する協定について

名護市内の既存の米軍施設・区域に関する事項について



ウ 第３回

（ア）月日：平成 13 年３月６日（火）

（イ）場所：防衛施設庁（東京）

（ウ）議題：名護市内の既存の米軍施設・区域に係る事項について

エ 第４回

（ア）月日：平成 13 年３月 30 日（金）

（イ）場所：那覇防衛施設局（沖縄）

（ウ）議題：名護市内の既存の米軍施設・区域に係る事項について

爆発物処理場の移設先地調査の検討結果報告

地元説明資料について

オ 第５回

（ア）月日：平成 13 年５月 29 日（火）

（イ）場所：那覇防衛施設局（沖縄）

（ウ）議題：名護市内の既存の米軍施設・区域に係る事項について

カ 第６回

（ア）月日：平成 13 年 12 月 26 日（水）

（イ）場所：防衛施設庁（東京）

（ウ）議題：名護市内の既存の米軍施設・区域に係る事項について

辺野古弾薬庫の危険区域の問題について

キャンプ・シュワブの兵站地区に現存するヘリポートの普天間飛行場代替施設への移設について

大浦湾上空におけるヘリコプター飛行訓練に係る騒音及びキャンプ・シュワブから他の施設への移動に係るヘリ

コプター騒音の実態調査について

キ 第７回

（ア）月日：平成 14 年７月 29 日（月）

（イ）場所：グランドヒルホテル市ヶ谷（東京）

（ウ）議題：普天間飛行場代替施設に関する使用協定に係る事項について

代替施設の使用協定に係る基本合意書（案）について

（５）普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会の経緯

ア 第１回協議会：（平成 18 年８月 29 日、内閣総理大臣官邸）

協議会の目的、協議内容、構成員、会議の主宰者などが確認された。協議会の中で、名護市長から協議内容として「使用

協定について」を明記するよう要望が出され、了承された。（「安全対策・環境対策（使用協定も含む。）」と表記されること

になった。）

※ 県は、政府案のみを前提とした協議会には参加することはできないとの立場であった。第１回協議会について、政

府案のみの協議ではなく、普天間飛行場の危険性の除去についても協議内容に含まれることや、北部振興策について

も沖縄担当大臣から、「着実に実行する方向で対応する」旨の説明があり、県として参加できる環境が整備されたこと

から、協議会に参加した。

イ 第２回協議会：（平成 18 年 12 月 25 日、内閣総理大臣官邸）

防衛庁長官から、代替施設の形状が決められた経緯等について説明がなされた。

県からは、これまでの米軍再編協議の日米合意に対し、多くの県民が「頭越し」との強い不満を抱いていること、普天間

飛行場の３年を目途とする閉鎖状態の実現を図ること、現行のＶ字型案のままでは賛成できないこと等を主張した。

県の「頭越し」との発言に対し、防衛庁長官から、政府として様々な説明努力をしたが、県からそのように受け止められ

なかったことは残念であり、今後は県や地元に丁寧に説明しながら移設問題の早期解決に努力する旨の発言があった。

ウ 第３回協議会：（平成 19 年１月 19 日、内閣総理大臣官邸）

防衛庁長官から、代替施設の形状が決められたこれまでの経緯等について説明がなされた。また、防衛事務次官より 2014

年までの代替施設の完成、環境影響評価手続に２ないし３年、埋立工事及び飛行場建設工事におおむね５年を見積もってい

ること等、代替施設の概略工程についての説明がなされた。

県から、普天間飛行場の移設を進める間においても、同飛行場の危険性の除去を一日も早く実現するため、３年を目途と

する閉鎖状態にすることを求めた。

また、現行のＶ字型案には賛成できないが、今後とも政府と協議を重ね、信頼関係を深めることが普天間飛行場移設問題

の早期解決のために重要である旨を主張した。

エ 第４回協議会：（平成 19 年 11 月７日、内閣総理大臣官邸２階小ホール）

協議会がこれまでの沖縄担当大臣及び防衛大臣による共催から、内閣官房長官主宰に変更された。

防衛大臣から、2014 年迄の代替施設完成実現のため、環境影響評価の手続を進める必要があることや、普天間飛行場にお

ける場周経路等の見直しについての説明がなされた。

県から、政府案について、自主的に防衛省の方で沖合に出し、次にアセス手続の中で更に沖合に寄せるという知事意見に

誠実に実行するよう求めた。

また、普天間飛行場の３年目途の危険性除去の実現に向けて、場周経路等の見直し等の安全対策だけでなく、更なる抜本

的対策を講ずるよう、政府の最大限の努力を求めた。

オ 第５回協議会：（平成 19 年 12 月 12 日、内閣総理大臣官邸２階小ホール）

県から、代替施設建設に係る方法書を環境影響評価審査会に諮問したが、事業者側からの説明が不十分のため、審査が困

難である状況を説明した。また、方法書に記載されていない事項が報道されていることについて、問題が多いと指摘した。

防衛大臣から、代替施設建設計画について説明がなされた。環境影響評価手続を 2009 年７月迄に終了させ、埋立申請手続

後、2010 年から埋立工事に入り、埋立工事と飛行場建設工事に概ね５年見積もるとの説明がなされた。

県から、可能な限りの沖合への移動、普天間飛行場の３年目途の危険性除、騒音の軽減について、政府がその実現に向け



て早期かつ確実に取り組むことを要望した。

沖縄担当大臣から、執行が止められていた北部振興事業の平成 19 年度分を執行開始する考えである旨の発言があった。

カ 第６回協議会：（平成 20 年２月７日、内閣総理大臣官邸２階小ホール）

環境影響評価について、防衛大臣から、知事意見を真摯に受け止め、事業内容や調査手法等をとりまとめ、２月５日に県

に報告し、引き続き知事意見を踏まえた対応をしたい旨の発言があった。

県から、環境影響評価方法書の内容等は不十分であったが、防衛省が速やかに対応したことは評価するとし、アセスの許

認可は知事意見を踏まえ、法令に基づき、適切に判断すると発言した。

防衛大臣から、沖合移動について、今後、客観的なデータを収集・評価の上、地元にも丁寧に説明し、それに対する地元

の意見を真摯に受け止め、協議していきたい旨の発言があった。

官房長官から、アセス手続を進めていく中で、沖合ということも念頭に置き、建設計画の問題等についても協議し、でき

るだけ早い時期に決着させる最大限の努力をする必要がある旨を発言した。

キ 第７回協議会：（平成 20 年４月９日、内閣総理大臣官邸２階小ホール）

防衛大臣から、先般、知事に環境影響評価方法書の追加・修正資料の修正版を送付し、その内容を公表し、翌日から、適

宜、方法書に沿った調査を開始しており、今後とも、県や名護市とよく調整したい旨の発言があった。

県から、環境影響評価に基づく調査については、認可の手続が概ね終了しており、調査の実施に当たっては安全や生活環

境に十分配慮するとともに、自然環境への影響を回避・低減するよう留意してほしいと発言した。また、建設計画について

は、可能な限り沖合に寄せるなどの地元の意向や環境に十分配慮して検討を進めてもらいたいと発言した。

外務大臣からは、政府案は様々な観点から分析し最も適切な形として決定したものであり、今後環境影響評価の手続を進

める中で客観的なデータを収集し、その結果を地元に丁寧に説明していくことが重要と考える旨の発言があった。

県から、普天間飛行場の危険性の早期除去、騒音の軽減などの「３年目途の閉鎖状態の実現」に向け、最大限に努力し、

周辺住民の不安解消に取り組む姿勢を明確に示してもらいたいと発言した。

官房長官から、危険性の除去については、さらに技術的に検討し、さらに真摯に政府も受け止める旨の発言があった。

ク 第８回協議会：（平成 20 年７月 18 日、内閣総理大臣官邸２階小ホール）

県から、米軍再編の実施には地元の理解と納得、協力が必要であり、地元の意向や環境などに十分配慮して進めることが

必要と発言した。

防衛大臣から、「可能な限りの沖合移動」については、米側と合意したものであり合理的な理由なく変更することは困難と

考えているが、今後、環境影響評価の手続を進める中で、今後とも誠意をもって協議していくという旨の発言があった。

官房長官から、今後の協議の進め方に関する基本的な考え方は、政府と沖縄県及び関係市町村との間で確認されたこと、

政府と県の実務者により、普天間飛行場の危険性の除去並びに建設計画・環境影響評価を円滑に進めるための二つのワーキ

ングチームを今月中に発足させ、密接に協議する旨の発言があった。

県から、跡地利用など移設に関連する諸課題や代替施設建設等に伴う地元企業の活用や雇用への配慮、その他地域の振興

策等の地元要望事項について、誠意をもって協議し適切に対応してもらいたいと発言した。

沖縄担当大臣から、地域の振興策等の地元要望事項についても可能な限りの対応が必要であり、関係省庁とも連携しなが

ら跡地対策や北部振興など着実に推進する旨の発言があった。

ケ 第９回協議会：（平成 21 年４月９日、内閣総理大臣官邸２階小ホール）

県から、準備書の事業計画案が方法書と同様で建設位置の沖合などへの移動がないことは残念であること、今後の環境影

響評価の手続の中で防衛省には知事意見等を踏まえ更なる検討をお願いしたいと発言した。

防衛大臣から、政府案は生活環境や自然環境、実行可能性のバランスが保たれていると思慮されること、デモフライトに

ついては今後検討したい旨の発言があった。

県から、具体的な検討を更に加速し普天間飛行場の危険性除去を早急に示してもらいたい、地元要望の地域振興、地元企

業の活用、雇用への配慮、使用協定の締結及び跡地利用などの諸課題については、前向きに取り組んでもらいたいと発言し

た。

官房長官から、引き続き建設計画・環境影響評価を円滑に進めるとともに、危険性の除去、騒音の軽減等について、更に

検討を加速させたい、また地域振興等の諸課題やその他必要な協議事項については、引き続き誠意をもって協議し、基本的

な考え方を確認するなど必要な措置を含め真摯に検討していく旨の発言があった。

（６）普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチームの経緯

ア 第１回会合：（平成 20 年８月５日、防衛省）

議題：１ ワーキングチームの設置について、２ 危険性除去に関する取組状況、３ その他

イ 第２回会合：（平成 20 年 10 月 15 日、内閣府沖縄総合事務局）

議題：１ 普天間飛行場の現状等、２ 危険性除去に関する取組状況、３ その他、※ 普天間飛行場の現地視察

ウ 第３回会合：（平成 21 年１月 27日、中央合同庁舎４号館）

議題：１ 普天間飛行場の危険性除去の諸施策の実施状況、２ 普天間飛行場における飛行航跡調査結果、３ その他

エ 第４回会合：（平成 21 年８月 11日、内閣府本庁舎）

議題：１ 普天間飛行場の危険性除去の諸施策の実施状況、２ 普天間飛行場における航空機の飛行状況調査、３ その他

（７）普天間飛行場代替施設の建設計画・環境影響評価を円滑に進めるためのワーキングチームの経緯

ア 第１回会合：（平成 20 年８月５日、防衛省）

議題：１ワーキングチームの設置について、２ 環境影響評価の取組状況、３ その他

イ 第２回会合：（平成 20 年 10 月 15 日、内閣府沖縄総合事務局）

議題：１環境影響評価の取組状況、２ その他

ウ 第３回会合：（平成 21 年１月 27日、中央合同庁舎４号館）

議題：１建設計画・環境影響評価の取組状況、２ その他

エ 第４回会合：（平成 21 年３月 27日、中央合同庁舎４号館）

議題：１環境影響評価の取組状況、２ その他



（８）普天間飛行場の移設に係る政府方針

普天間飛行場の移設に係る政府方針

平成 11 年 12 月 28日 閣議決定

平成 18 年 ５月 30 日 廃止

政府においては、沖縄県における米軍施設・区域の負担を軽減するため、「沖縄に関する特別行動委員会｣（以下「ＳＡＣＯ」

という）最終報告の着実な実現に向けて、全力で取り組んできたところである。

ＳＡＣＯ最終報告において大きな課題となっている普天間飛行場の移設・返還について、平成 11 年 11 月 22 日、沖縄県知事

は移設候補地を「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」とする旨表明し、更に 12 月 27 日、名護市長から同飛行場

代替施設に係る受入れの表明が行われた。

こうした中で、沖縄県及び地元から、住民生活や自然環境への特別の配慮、移設先及び周辺地域の振興、沖縄県北部地域の

振興及び駐留軍用地跡地の利用の促進等の要請が寄せられてきたところである。

政府としては、こうした経緯及び要請に基づき、本件に係る 12 月 17 日の第 14 回沖縄政策協議会の了解を踏まえつつ、今後

下記の方針に基づき取り組むこととする。

記

Ⅰ 普天間飛行場代替施設について

普天間飛行場代替施設（以下「代替施設」という）については、軍民共用空港を念頭に整備を図ることとし、米軍とも緊

密に協議しつつ、以下の諸点を踏まえて取り組むこととする。

１．基本計画の策定

建設地点を「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」とし、今後、代替施設の工法及び具体的建設場所の検討

を含めて基本計画の策定を行う。基本計画の策定に当たっては、移設先及び周辺地域（以下「地域」という）の住民生活

に著しい影響を与えない施設計画となるよう取り組むものとする。

代替施設の工法及び具体的建設場所については、地域住民の意向を尊重すべく、沖縄県及び地元地方公共団体とよく相

談を行い、最善の方法をもって対処することとする。

２．安全・環境対策

（１）基本方針

地域の住民生活及び自然環境に著しい影響を及ぼすことのないよう最大限の努力を行うものとする。

（２）代替施設の機能及び規模

代替施設については、ＳＡＣＯ最終報告における普天間飛行場移設に伴う機能及び民間飛行場としての機能の双方の

確保を図る中で、安全性や自然環境に配慮した最小限の規模とする。

（３）環境影響評価の実施等

〔１〕環境影響評価を実施するとともに、その影響を最小限に止めるための適切な対策を講じる。

〔２〕必要に応じて、新たな代替環境の積極的醸成に努めることとし、そのために必要な研究機関等の設置に努める。

（４）代替施設の使用に関する協定の締結

地域の安全対策及び代替施設から発生する諸問題の対策等を講じるため、〔１〕飛行ルート、〔２〕飛行時間の設定、〔３〕

騒音対策、〔４〕航空機の夜間飛行及び夜間飛行訓練、廃弾処理等、名護市における既存施設・区域の使用に関する対策、

〔５〕その他環境問題、〔６〕代替施設内への地方公共団体の立入りにつき、地方公共団体の意見が反映したものとなる

よう、政府は誠意をもって米国政府と協議を行い、政府関係当局と名護市との間で協定を締結し、沖縄県が立ち会うも

のとする。

（５）協議機関等の設置

代替施設の基本計画の策定に当たっては、政府、沖縄県及び地元地方公共団体の間で協議機関を設置し、協議を行う

こととする。

また、航空機騒音や航空機の運用に伴う事故防止等、生活環境や安全性、自然環境への影響等について、専門的な考

察による客観的な分析・評価を行えるよう、政府において、適切な体制を確保することとする。

（６）実施体制の確立

代替施設の基本計画に基づく建設及びその後の運用段階においても、適切な協議機関等を設置し、地域の住民生活に

著しい影響を及ぼさないよう取り組むこととする。また、協議機関においては、代替施設の使用に関する協定及び環境

問題についての定期的なフォローアップを行うこととする。

３．使用期限問題

政府としては、代替施設の使用期限については、国際情勢もあり厳しい問題があるとの認識を有しているが、沖縄県知

事及び名護市長から要請がなされたことを重く受け止め、これを米国政府との話し合いの中で取り上げるとともに、国際

情勢の変化に対応して、本代替施設を含め、在沖縄米軍の兵力構成等の軍事態勢につき、米国政府と協議していくことと

する。

４．関連事項

（１）米軍施設・区域の整理・統合・縮小への取組

沖縄県における米軍施設・区域の負担を軽減するため、県民の理解と協力を得ながら、ＳＡＣＯ最終報告を踏まえ、

さらなる米軍施設・区域の計画的、段階的な整理・統合・縮小に向けて取り組む。



（２）日米地位協定の改善

地位協定の運用改善について、誠意をもって取り組み、必要な改善に努める。

（３）名護市内の既存の米軍施設・区域に係る事項

〔１〕キャンプ・シュワブ内の廃弾処理については、市民生活への影響に配慮し、所要の対策について取り組む。

〔２〕辺野古弾薬庫の危険区域の問題について取り組む。

〔３〕キャンプ・シュワブ内の兵站地区に現存するヘリポートの普天間飛行場代替施設への移設については、米国と

の話し合いに取り組む。

Ⅱ 地域の振興について

１．普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興

代替施設の受入れに伴い新たな負担を担うこととなる地域の振興については、平成 11 年 12 月 17 日の第 14 回沖縄政策

協議会の了解を踏まえ、今後、別紙１の方針により、確実な実施を図ることとする。（別紙１省略）

２．沖縄県北部地域の振興

沖縄県北部地域の振興については、上記第 14 回沖縄政策協議会の了解を踏まえ、今後、別紙２の方針により、確実な実

施を図ることとする。（別紙２省略）

３．駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等

沖縄における駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等については、上記第 148 回沖縄政策協議会の了解を踏まえ、今後、

別紙３の方針により、確実な実施を図ることとする。（別紙３省略）

（９）普天間飛行場代替施設の基本計画について（平成 14 年７月 30 日、県知事あて沖縄及び北方対策担当大臣通知）

府政沖第 359号

平成 14 年７月 30日

沖縄県知事

稲嶺 惠一 殿

沖縄及び北方対策担当大臣

尾身 幸次

普天間飛行場代替施設の基本計画の決定について（通知）

標記について、別添のとおり決定したので通知する。

以 上

添付書類：普天間飛行場代替施設の基本計画について

普天間飛行場代替施設の基本計画について

平成 14 年７月 29日

「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（平成 11 年 12 月 28 日閣議決定）に基づき、普天間飛行場代替施設の基本計画を次

のとおり定める。

１ 規模

（１）滑走路

ア 普天間飛行場代替施設(以下｢代替施設｣という｡)の滑走路の数は、１本とする。

イ 滑走路の方向は、おおむね真方位Ｎ 55 °Ｅとする。

ウ 滑走路の長さは、2,000 メートルとする。

（２）面積及び形状

ア 代替施設本体の面積は、最大約 184 ヘクタールとする。

イ 代替施設本体の形状は、おおむね長方形とする。長さ約 2,500 メートル、幅約 730 メートルとする。

２ 工法

代替施設の建設は、埋立工法で行うものとする。

３ 具体的建設場所

代替施設の具体的建設場所は、辺野古集落の中心（辺野古交番）から滑走路中心線までの最短距離が約 2.2キロメートル、

平島から代替施設本体までの最短距離が約 0.6 キロメートルの位置とする。（別図参照）

なお、同位置については、海底地形調査に基づく設計上の考慮や環境影響評価等を踏まえ、最終的に確定する。

４ 環境対策

代替施設の建設に当たっては、環境影響評価を実施するとともに、その影響を最小限に止めるための適切な対策を講じる。

（10） 代替施設の使用協定に係る基本合意書（平成 14年７月 29 日合意）

代替施設の使用協定に係る基本合意書

沖縄及び北方対策担当大臣、防衛庁長官、外務大臣、沖縄県知事及び名護市長は、「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（平



成 11年 12 月 28 日閣議決定）（以下「政府方針」という。）に基づき、ＳＡＣＯ最終報告における普天間飛行場の移設に伴う機

能に関して、日本政府から米国政府に対する普天間飛行場代替施設（以下「代替施設」という。）の供用に際して締結される代

替施設の使用に関する協定（以下「使用協定」という。）は、代替施設がキャンプ・シュワブ水域内とはいえ新たに建設される

ことから、安全性、騒音及び環境への影響等住民生活への影響を最小限に抑えることを目的として締結するものであり、基本

的事項として下記の代替施設の使用に係る措置が含まれることを合意する。

なお、この合意にあたっての基本前提として、政府は、軍民共用飛行場として整備する代替施設の米軍に供用する施設・区

域としての機能については、ＳＡＣＯ最終報告の内容に何ら変更がないことを確認する。

また、政府は、使用協定の内容について、日米合同委員会等で合意を得るとともに、政府方針に従い、適切な協議機関を設

置し、使用協定についての定期的なフォローアップを行うこととする。

使用協定については、環境影響評価など代替施設の整備の進展を踏まえつつ、本合意書を基に協議を進め、工事着工までに

代替施設の使用に係る措置の内容を明確にし、供用開始までに締結する。

使用協定の協議にあたっては、本合意書の趣旨を尊重し、かつ誠意をもって履行しなければならない。

記

１ 安全対策及び騒音対策

（１）場周・飛行経路の設定

（２）代替施設近傍の高度の規制

（３）飛行時間の規制

（４）日曜等における飛行規制

（５）場周経路内の航空機数の規制

（６）曲技飛行の規制

（７）エンジンテスト時間の規制

（８）消音装置の設置及び使用

（９）航空管制塔員の監視

（10）騒音防止措置に係る教育

２ 環境対策

（１）環境保護に係る対策（植裁等を含む。）

（２）環境保護に係る基準

（３）騒音測定器の設置

（４）モニタリングの実施

３ 代替施設への立入

４ 騒音防止等のための適切な司令部の責任

平成 14 年７月 29 日

沖縄及び北方対策担当大臣 尾身 幸次

防衛庁長官 中谷 元

外務大臣 川口 順子

沖縄県知事 稲嶺 惠一

名護市長 岸本 建男

（11）在沖米軍再編に係る基本確認書

在沖米軍再編に係る基本確認書

普天間飛行場代替施設については、平成 11 年 12月 28 日に閣議決定された「普天間飛行場の移設に係る政府方針」に基づき、

政府、沖縄県、名護市及び関係地方公共団体が協力して普天間飛行場代替施設の基本計画を作成し、その実施に誠実に取り組

んできた。

このような中で、普天間飛行場に近接した民間地域で、普天間飛行場所属大型ヘリコプターの墜落事故が発生した。一日も

早い同飛行場の危険性を除去することが、この問題の当初の目的にかなうものであるとの共通認識から、政府及び沖縄県は、

下記の事項について確認する。

記

１ 政府と沖縄県は、在沖米軍の再編の実施に当たっては、戦後 61 年の長期にわたる過重な基地負担に苦しんだ沖縄県民の労

苦に鑑み、日本の安全及びアジア太平洋地域における平和と安定に寄与する在日米軍の抑止力の維持と沖縄の負担軽減が両

立する方向で対応することに合意する。

２ 防衛庁と沖縄県は、平成 18 年５月１日に日米安全保障協議委員会において承認された政府案を基本として、①普天間飛行



場の危険性の除去、②周辺住民の生活の安全、③自然環境の保全、④同事業の実行可能性－に留意して、対応することに合

意する。

３ 今後、防衛庁、沖縄県、名護市及び関係地方公共団体は、この確認書をもとに、普天間飛行場代替施設の建設計画につい

て誠意を持って継続的に協議するものとする。

４ 政府は、在日米軍再編の日米合意を実施するための閣議決定を行う際には、平成 11年 12 月 28 日の「普天間飛行場の移設

に係る政府方針」（閣議決定）を踏まえ、沖縄県、名護市及び関係地方公共団体と事前にその内容について、協議することに

合意する。

５ 政府は、沖縄県及び渉外知事会が、日米地位協定の見直しを要求していることを踏まえ、一層の運用の改善等、対応を検

討する。

平成 18年５月 11 日

防衛庁長官 額賀福志郎

沖縄県知事 稲嶺恵一

（12）代替施設協議会設置要綱

代替施設協議会設置要綱

平成 12 年８月 25日

改正 平成 13 年１月 16日

（目的）

１ 「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（平成 11 年 12 月 28 日閣議決定）に基づき、普天間飛行場代替施設（以下「代

替施設」という。）の基本計画の策定に当たって、政府、沖縄県及び地元地方公共団体の間で協議するため、代替施設協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議内容）

２ 協議会では、次の事項について協議する。

（１）代替施設の規模、工法及び具体的建設場所

（２）その他代替施設の基本計画の策定に必要な事項

（構成員等）

３ 協議会の構成員は、沖縄及び北方対策担当大臣、防衛庁長官、外務大臣、国土交通大臣、沖縄県知事、名護市長、東村長

及び宜野座村長とする。

ただし、協議会において環境に係る課題を協議する際には、環境大臣の出席を求めるものとする。

（会議の主宰）

４ 協議会は、沖縄及び北方対策担当大臣が主宰する。

（連絡会議）

５ 協議会に連絡会議を置く。連絡会議は、内閣官房副長官（事務）が主宰し、内閣府審議官（沖縄担当）がこれを補佐する。

連絡会議の構成員は、別紙のとおりとする。（別紙省略）

（事務局）

６ 協議会の事務は、関係省庁、沖縄県及び地元地方公共団体の事務当局の協力を得て、内閣官房との連携の下に内閣府にお

いて処理する。

７ その他、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

（13）代替施設建設協議会設置要綱

代替施設建設協議会設置要綱

平成 15 年１月 28日

（目的）

１.「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（平成 11 年 12月 28 日閣議決定）及び「普天間飛行場代替施設の基本計画」（平成 14

年７月 29 日決定）を踏まえ、普天間飛行場代替施設（以下「代替施設」という。）について、地域の住民生活及び自然環境

に著しい影響を及ぼすことのないよう最大限の努力を行いつつその円滑な建設を推進することを目的として、代替施設建設

協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議内容）

２．協議会は、環境影響評価、設計、施工等代替施設の建設に係る事業及び「代替施設の使用協定に係る基本合意書」（平成

14 年７月 29 日署名）に基づく取組の進捗状況について報告を受けるとともに、これに関連して所要の協議を行う。

（構成員等）

３．協議会の構成員は、沖縄及び北方対策担当大臣、防衛庁長官、外務大臣、国土交通大臣、沖縄県知事、名護市長、東村長

及び宜野座村長とする。

ただし、協議会において環境に係る課題を協議する際には、環境大臣の出席を求めるものとする。

（会議の主宰）

４．協議会は、沖縄及び北方対策担当大臣が主宰する。

（連絡会議）



５．協議会に連絡会議を置く。連絡会議は、内閣官房副長官（事務）が主宰し、内閣府審議官（沖縄担当）がこれを補佐する。

連絡会議の構成員は、別紙のとおりとする。（別紙省略）

（事務局）

６．協議会の事務は、関係省庁、沖縄県及び地元地方公共団体の事務当局の協力を得て、内閣官房との連携の下に内閣府にお

いて処理する。

７．その他、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

（14）実務者連絡調整会議設置要綱

実務者連絡調整会議設置要綱

（目的）

１ 「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（平成 11 年 12 月 28 日閣議決定）に盛り込まれている代替施設の使用に関する協

定及び名護市内の既存の米軍施設・区域に係る事項について協議するとともに、関係者の連絡を密にするため、実務者連絡

調整会議（以下「連絡調整会議」という。）を設置する。

（協議内容）

２ 連絡調整会議では、上記閣議決定にある次の事項について協議する。

（１）代替施設の使用に関する協定に係る事項

（２）名護市内の既存の米軍施設・区域に係る事項

（構成員等）

３ 連絡調整会議の構成員は、別紙のとおりとする。ただし、必要に応じ、構成員以外の職員が出席することができる。

（議長）

４ 連絡調整会議の議長は、那覇防衛施設局施設部長とする。

（事務局）

５ 連絡調整会議の事務は、関係省庁及び沖縄県の協力を得て、那覇防衛施設局及び名護市に事務局を置き、相互に連携して

処理に当たる。

（その他）

６ 連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、連絡調整会議が定める。

（施行日）

７ この要綱は平成 12 年 11 月 21 日から施行する。

別紙

実務者連絡調整会議構成員

（関係省庁）

防衛施設庁那覇防衛施設局施設部長

防衛施設庁施設部施設企画課沖縄対策室長

防衛施設庁普天間飛行場全面返還等問題対策本部事務局整備計画室長

外務省沖縄事務所副所長

外務省北米局日米安全保障条約課日米地位協定室長

内閣府政策統括官（沖縄担当）付参事官（沖縄総合調整）

（自治体）

名護市企画部長

沖縄県総務部知事公室普天間飛行場・那覇港湾施設返還問題対策室長

（平成 13 年２月１日現在）

（15）普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会設置要綱

普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会設置要綱

平成 18 年８月 29 日

平成 19 年１月 ９日改正

平成 19 年 11 月 ７日改正

平成 20年 ４月 ６日改正

（目的）

１ 「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」（平成１８年５月３０日閣議決定）に基づき、普天間飛行場

代替施設（以下「代替施設」という。）の具体的な建設計画、安全・環境対策及び地域振興について、政府、沖縄県及び関係

地方公共団体の間で協議するため、普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議内容）

２ 協議会では、次の事項について協議する。

（１）代替施設の建設計画

（２）安全・環境対策（使用協定を含む。）

（３）普天間飛行場の危険性の除去

（４）地域振興

（５）その他必要な事項



（構成員等）

３ 協議会の構成員は、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）、防衛大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、

文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、沖縄県知事、名護市長、宜野座村

長、金武町長及び東村長とする。

（注）１ 議題に応じて、内閣官房長官は、上記大臣の中から関係大臣の出席を求めるものとする。

２ また、議題に応じて、構成員以外の沖縄県北部地域の地方公共団体の長から出席を求めることができる。

（会議の主宰）

４ 協議会は、内閣官房長官が主宰する。

（幹事会）

５ 協議会に幹事会を置くことができる。

（事務局）

６ 協議会の事務は、関係省庁、沖縄県及び関係地方公共団体の協力を得て、内閣府及び防衛省との連携の下に内閣官房にお

いて処理する。

（16）普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチーム設置要綱

普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチームの設置について

平成 20 年７月 31日

（目的）

１ 第８回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会（平成 20 年７月 18 日開催）における合意に基づき、普天間飛行場

の危険性の除去、騒音の軽減等について検討するため、普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会の下に、普天間飛行

場の危険性の除去に関するワーキングチーム（以下「ワーキングチーム」という。）を設置する。

（検討内容）

２ ワーキングチームでは、次の事項について検討する。

（１）平成 19 年８月の発表した報告書の現状の評価

（２）更なる危険性の除去、騒音の軽減等

（３）その他必要な事項

（構成員）

３ ワーキングチームの構成員は、防衛省地方協力局次長、地方協力企画課長、沖縄調整官、防衛政策局日米防衛協力課長、

内閣官房参事官、内閣府政策統括官付参事官、外務省北米局日米地位協定室長、沖縄県知事公室長、返還問題対策課長、基

地対策課長とする。ただし、必要に応じ構成員以外の者の出席を求めることができる。

（会議の主宰）

４ ワーキングチームは、防衛省地方協力局次長が主宰する。

（事務局）

５ ワーキングチームの事務は、沖縄県の協力を得て、防衛省との連携の下に内閣官房において処理する。

６ その他、ワーキングチームの運営に関し必要な事項は、ワーキングチームが定める。

（17）普天間飛行場代替施設の建設計画・環境影響評価を円滑に進めるためのワーキングチーム設置要綱

普天間飛行場代替施設の建設計画・環境影響評価を

円滑に進めるためのワーキングチームの設置について

平成 20 年７月 31日

（目的）

１ 第８回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会（平成２０年７月１８日開催）における合意に基づき、普天間飛行

場代替施設の建設計画・環境影響評価を円滑に進めるため、普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会の下に、普天間

飛行場代替施設の建設計画・環境影響評価を円滑に進めるためのワーキングチーム（以下「ワーキングチーム」という。）を

設置する。

（検討内容）

２ ワーキングチームでは、次の事項について検討する。

（１）代替施設の建設計画

（２）環境影響評価の円滑な実施

（３）その他必要な事項

（構成員）

３ ワーキングチームの構成員は、防衛省地方協力局次長、地方協力企画課長、沖縄調整官、防衛政策局次長、日米防衛協力

課長、経理装備局施設技術官、内閣官房参事官、内閣府政策統括官付参事官、外務省北米局審議官、日米地位協定室長、沖



縄県知事公室長、返還問題対策課長、名護市政策推進部長、宜野座村企画課長とする。ただし、必要に応じ構成員以外の者

の出席を求めることができる。

（会議の主宰）

４ ワーキングチームは、防衛省地方協力局次長が主宰する。

（事務局）

５ ワーキングチームの事務は、沖縄県の協力を得て、防衛省との連携の下に内閣官房において処理する。

６ その他、ワーキングチームの運営に関し必要な事項は、ワーキングチームが定める。

（18）普天間飛行場・那覇港湾施設返還問題対策会議設置要綱

普天間飛行場・那覇港湾施設返還問題対策会議設置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、沖縄県部内協議機関設置規程（昭和 61 年沖縄県訓令第７号）第２条の規定に基づき、普天間飛行場・那

覇港湾施設返還問題対策会議（以下「対策会議」という）の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 対策会議は、普天間飛行場及び那覇港湾施設の返還問題に関する協議、調整等を行う。

（組織）

第３条 対策会議は議長、副議長及び委員をもって組織する。

２ 議長は、総務部知事公室を担当する副知事をもって充て、副議長は他の副知事をもって充てる。

３ 委員は、別表１のとおりとする。

（議長及び副議長）

第４条 議長は、対策会議の事務を総括する。

２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 対策会議の会議は、議長が必要に応じて招集し、議長が主宰する。

２ 議長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。

（幹事会）

第６条 対策会議に幹事会を置く。

２ 幹事会は、対策会議を補佐し、対策会議に提示する事項について協議調整する。

３ 幹事会は、幹事長及び幹事で構成する。

４ 幹事長は、知事公室次長をもって充てる。

５ 幹事は、別表２のとおりとする。

６ 幹事会は、幹事長が招集する。

（庶務）

第７条 対策会議の庶務は、総務部知事公室普天間飛行場・那覇港湾施設返還問題対策室において処理する。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

附則

この要綱は、平成 11 年４月１日から施行する。

別表 １ 別表 ２

委員 幹事

政策調整監 総務部次長

技監 知事公室次長

総務部長 企画開発部次長

知事公室長 文化環境部次長

企画開発部長 農林水産部次長

文化環境部長 商工労働部次長

農林水産部長 土木建築部次長

商工労働部長

土木建築部長



（19）普天間飛行場負担軽減推進会議の経緯

普天間飛行場負担軽減推進会議における議題は、次のとおり。

ア 第１回（平成 26 年２月 18 日）

・負担軽減推進作業部会の設置について

・普天間飛行場負担軽減等の取組状況について

イ 第２回（平成 26 年６月 24 日）

・負担軽減推進作業部会の開催状況等について

・普天間飛行場の負担軽減等の取組状況について

ウ 第３回（平成 26 年 10 月 20 日）

・負担軽減推進作業部会の開催状況等について

・普天間飛行場の負担軽減等の取組状況について

エ 第４回（平成 28 年７月 21 日）

・普天間飛行場の負担軽減等の取組状況（前回以降）及び今後の進め方について

オ 第５回（平成 31 年４月 10 日）

・普天間飛行場の負担軽減の取組状況について

・意見交換

（20）普天間飛行場負担軽減推進会議作業部会の経緯

普天間飛行場負担軽減推進会議作業部会における議題は、次のとおり。

ア 第１回（平成 26 年３月 17 日）

・作業部会の今後の進め方について

・各省の取組状況等について

イ 第２回（平成 26 年４月 15 日）

・各省の取組状況等について

・普天間飛行場における基地負担の現状等について

・作業部会及び推進会議の今後のスケジュールについて

ウ 第３回（平成 26 年５月 29 日）

・推進会議等のスケジュールについて

・普天間飛行場の５年以内の運用停止について

・各省の取組状況等について

エ 第４回（平成 26 年７月 28 日）

・作業部会及び推進会議等の今後のスケジュールについて

・各省の取組状況等について

・普天間飛行場の５年以内運用停止等について

オ 第５回（平成 26 年９月１日）

・推進会議の今後のスケジュールについて

・各省の取組状況等について

・普天間飛行場の５年以内運用停止等について

カ 第６回（平成 28 年８月 31 日）

（県）

１ 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的スケジュールについて

２ オスプレイの県外拠点配備について

（宜野湾市）

１ 普天間飛行場の危険性の除去及び基地負担軽減について

（１）航空機の運用回数を減らし危険性と騒音被害を軽減すること

（２）航空機騒音規制措置を改定し米軍に履行させること

（３）学校施設へ配慮すること

２ 普天間飛行場における負担軽減策の評価・検証及び公表について

（１）普天間飛行場における全ての航空機の飛行実体を把握し公表すること

３ 普天間飛行場から派生する諸課題への負担軽減策の実施について

（１）住宅防音工事の拡大・拡充について

（２）地デジ受信障害への対応について

（３）米軍機飛行に伴う低周波音の実態及び環境への影響を評価し、対策を講じること

４ 普天間飛行場の補修事業について

５ 返還前の基地内立入調査について

（国）

１ 各省の取組状況等について

キ 第７回（平成 29 年５月 17 日）

（県）

１ 普天間飛行場の運用状況（現状）について

（１）航空機の離着陸回数及び飛行実態把握の状況

（２）オスプレイの訓練移転に関する実施状況及び年間計画

（３）オスプレイ 12 機程度の県外拠点配備（木更津駐屯地におけるオスプレイの定期機体整備の状況）

２ 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的スケジュールについて

（宜野湾市）



１ 普天間飛行場の運用状況（現状）について

（１）航空機の離着陸回数及び飛行実態把握の状況

２ 普天間飛行場の騒音対策関連

（１）航空機の騒音規制及び学校施設への配慮に係る米側への要請

（２）住宅防音工事の拡大・拡充の状況

（３）地デジ受信への対応

（４）米軍機飛行に伴う低周波音への対応

３ その他

（１）普天間飛行場の補修事業の状況

（２）返還前の施設・区域内立入調査への対応

４ 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

（国）

１ 普天間飛行場の東側沿いの土地（宜野湾 11 号線用地）の返還

２ 日米地位協定の軍属に関する補足協定の締結

３ 西普天間住宅地区跡地の国際医療拠点構想に係る取組状況

ク 第８回（平成 29 年９月 14 日）

（県）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１）普天間飛行場の運用状況関連・騒音等対策関連

① 相次ぎ発生している普天間飛行場所属機のトラブル

② 航空機の離着陸等調査結果の報告について

２ 普天間飛行場の返還条件について

３ 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

４ オスプレイ 12 機程度の県外拠点配備について

（宜野湾市）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１）普天間飛行場の運用状況関連・騒音等対策関連

① 相次ぎ発生している普天間飛行場所属機のトラブル

② 未明・早朝における、普天間飛行場からのサイレン音の発生

③ 平成 29 年６月から７月の夜間騒音の激化

（２）その他

① 普天間飛行場の補修事業の状況

② 返還前の施設・区域内立入調査への対応

２ 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

３ オスプレイ 12 機程度の県外拠点配備について

（国）

１ 西普天間住宅地区の跡地利用に係る取組状況

ケ 第９回（平成 30 年７月９日）

（県）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 事故等対策関係について

① 相次ぎ発生している普天間飛行場所属機のトラブル

② 全航空機の機体と、整備状況等の緊急総点検とその間の飛行中止の確実な実施

③ 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表

④ 実効性のある再発防止措置等の実施

⑤ 学校、病院等の上空を飛ばないなどの進入及び出発経路を含む場周経路の徹底

（２） 騒音等について

① 航空機の離着陸等調査結果の報告について

２ 普天間飛行場の５年以内運用停止等について

（１） 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

（２） 普天間飛行場の返還条件について

３ 普天間飛行場所属機の県外配備等について

（１） オスプレイ１２機程度の県外拠点配備について

（２） 普天間飛行場所属航空機の県外、国外への長期にわたるローテーション配備の実施ついて

４ その他

（１） 普天間飛行場の補修事業の状況

（２） 返還前の施設・区域内立入り調査への対応

（３） 普天間飛行場の形成過程に関する正確な理解促進について

（宜野湾市）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 事故等対策関係について

① 相次ぎ発生している普天間飛行場所属機のトラブル

② 全航空機の機体と、整備状況等の緊急総点検とその間の飛行中止の確実な実施

③ 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表

④ 実効性のある再発防止措置等の実施



⑤ 学校、病院等の上空を飛ばないなどの進入及び出発経路を含む場周経路の徹底

（２） 騒音等について

① 夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来について

② 騒音対策のための米軍を含む現地実務者レベルでの意見交換の実施

③ 米軍機の飛行に伴う地デジ受信障害について

２ 普天間飛行場の５年以内運用停止等について

（１） 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

（２） 普天間飛行場の返還期日の早期確定について

３ 普天間飛行場所属機の県外配備等について

（１） オスプレイ１２機程度の県外拠点配備について

４ その他

（１） 普天間飛行場の補修事業の状況

（２） 返還前の施設・区域内立入り調査への対応

（国）

１ 西普天間住宅地区の跡地利用に係る取組状況等について【内閣府】

２ 米軍施設・区域の返還加速化に向けた地元への協力について【防衛省】

３ ＴＯＦＵプログラムについて【外務省】

４ 意見交換

コ 第 10 回（令和元年９月４日）

（県）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 事故等対策関係について

① 学校、病院等の上空を飛ばないなどの進入及び出発経路を含む場周経路の徹底

② 相次ぎ発生している普天間飛行場所属機のトラブル

③ 全航空機の機体と、整備状況等の緊急総点検とその間の飛行中止の確実な実施

④ 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表

⑤ 実効性のある再発防止措置等の実施

（２） 騒音等について

① 普天間飛行場における米軍機騒音について

② 夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来について

③ 航空機の離着陸等調査結果の報告について

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止等について

（１） 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

（２） 普天間飛行場の返還条件について

３ 普天間飛行場所属機の県外配備等について

（１） オスプレイ１２機程度の県外拠点配備について

（２） 普天間飛行場所属航空機の県外、国外への長期にわたるローテーション配備の実施ついて

（宜野湾市）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 事故等対策関係について

① 学校、病院等の上空を飛ばないなどの進入及び出発経路を含む場周経路の徹底

② 相次ぎ発生している普天間飛行場所属機のトラブル

③ 全航空機の機体と、整備状況等の緊急総点検とその間の飛行中止の確実な実施

④ 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表

⑤ 実効性のある再発防止措置等の実施

（２） 騒音等について

① 夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来について

② 騒音対策のための米軍を含む現地実務者レベルでの意見交換の実施

③ 米軍機の飛行に伴う地デジ受信障害について

（３） PFOS 等の有機フッ素化合物について

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止等について

（１） 普天間飛行場の５年以内運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

（２） 普天間飛行場の返還期日の早期確定について

３ 普天間飛行場所属機の県外配備等について

（１） オスプレイ１２機程度の県外拠点配備について

４ その他

（１） 普天間飛行場の補修事業の状況

（２） 返還前の施設・区域内立入り調査への対応

（国）

１ 西普天間住宅地区の跡地利用に係る取組状況等について【内閣府】

２ 米軍施設・区域の返還加速化に向けた地元への協力について【防衛省】

３ 米軍機事故ガイドラインの改正について【外務省】

４ ＴＯＦＵプログラムについて【外務省】

５ 意見交換

サ 第 11 回（令和２年 11 月 19 日）



（県）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 事故等対策関係について

① 学校、病院等の上空の飛行禁止、進入及び出発経路を含む場周経路遵守、並びにそれらの検証の徹底

② これまで発生した米軍機による事故について実施した全航空機の機体の整備状況等の報告

③ 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表

④ 実効性のある再発防止措置等の実施

（２） 騒音等について

① 普天間飛行場における米軍機騒音について

② 夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来について

③ 航空機の離着陸等調査結果の報告について

（３） PFOS 等の有機フッ素化合物について

① PFOS 等の有機フッ素化合物について

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止等について

（１） 普天間飛行場の速やかな運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

（２） 普天間飛行場の返還条件について

３ 普天間飛行場所属機の県外配備等について

（１） オスプレイ１２機程度の県外拠点配備について

（２） 普天間飛行場所属航空機の県外、国外への長期にわたるローテーション配備の実施ついて

４ その他

（１） 新型コロナウイルス感染症対策について

（２） 米軍人・軍属等の綱紀粛正及び事件・事故の再発防止への取組について

（３） 普天間飛行場負担軽減推進会議(作業部会)の定期開催について

（宜野湾市）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 事故等対策関係について

① 学校、病院等の上空を飛ばないなどの進入及び出発経路を含む場周経路の徹底

② 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表

③ 実効性のある再発防止措置等の実施

（２） 騒音等について

① 普天間飛行場における米軍機騒音について

② 夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来について

③ 米軍機の飛行に伴う地デジ受信障害について

（３） PFOS 等の有機フッ素化合物について

① PFOS 等の有機フッ素化合物について

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止等について

（１） 普天間飛行場の速やかな運用停止に向けた具体的なスケジュールについて

（２） 普天間飛行場の返還期日の早期確定について

３ 普天間飛行場所属機の県外配備等について

（１） オスプレイ１２機程度の県外拠点配備について

４ その他

（１） 普天間飛行場の補修事業の状況

（２） 返還前の施設・区域内立入り調査への対応

（３） 普天間飛行場負担軽減推進会議（作業部会）の定期開催について

（国）

１ 西普天間住宅地区の跡地利用に係る取組状況等について【内閣府】

２ 米軍施設・区域の返還加速化に向けた地元への協力について【防衛省】

３ 沖縄の国際化支援について

４ 意見交換

シ 第 12 回（令和３年 12 月 27 日）

（県）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 事故等対策関係について

① 学校、病院等の上空の飛行禁止、進入及び出発経路を含む場周経路順守並びにそれらの検証の徹底

② これまでに発生した米軍機による事故について実施した全航空機の機体の整備状況等の報告

③ 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表

④ 実効性のある再発防止措置等の実施

（２） 騒音等について

① 普天間飛行場における米軍機騒音

② 夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来について

③ 航空機の離着陸等調査結果の報告について

（３） PFOS 等の有機フッ素化合物について

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止等について

（１） 普天間飛行場の速やかな運用停止に向けたスケジュールについて

（２） 普天間飛行場の返還条件について



３ 普天間飛行場所属機の県外配備等について

（１） オスプレイ 12 機程度の県外拠点配備について

（２） 普天間飛行場所属航空機の県外、国外への長期にわたるローテーション配備の実施について

４ その他

（１） 新型コロナウイルス感染症対策について（県）

（２） 米軍人・軍属等の綱紀粛正及び事件・事故の再発防止への取組について

（３） 普天間飛行場負担軽減推進会議（作業部会）の定期開催について

（宜野湾市）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 事故等対策関係について

① 学校、病院等の上空の飛行禁止、進入及び出発経路を含む場周経路順守並びにそれらの検証の徹底

② 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表

③ 実効性のある再発防止措置等の実施

（２） 騒音等について

① 普天間飛行場における米軍機騒音

② 夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来について

③ 米軍機の飛行に伴う地デジ受信障害について

（３） PFOS 等の有機フッ素化合物について

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止等について

（１） 普天間飛行場の速やかな運用停止に向けたスケジュールについて

（２） 普天間飛行場の返還期日の早期確定について

３ 普天間飛行場所属機の県外配備等について

（１） オスプレイ 12 機程度の県外拠点配備について

４ その他

（１） 普天間飛行場の補修事業の状況（市）

（２） 返還前の施設・区域立ち入り調査への対応（市）

（３） 普天間飛行場負担軽減推進会議（作業部会）の定期開催について

（国）

１ 西普天間住宅地区の跡地利用に係る取組状況等について

２ 米軍施設・区域の返還加速化に向けた地元との協力について

３ 沖縄の国際化支援について

ス 第 13 回（令和５年２月 15 日）

（県）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 学校、病院等の上空の飛行禁止、進入及び出発経路を含む場周経路順守並びにそれらの検証の徹底［県・市］

（２） これまでに発生した米軍機による事故について実施した全航空機の機体の整備状況等の報告［県］

（３） 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表、実効性のある再発防

止措置等の実施［県］

（４） 普天間飛行場における米軍機騒音、夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来、航空機の離着陸等調査結果の報告

［県・市］

（５） 普天間飛行場周辺の高濃度 PFOS 等の検出［県・市］

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止、所属機の県外配備等について

（１） 普天間飛行場の速やかな運用停止に向けたスケジュールについて［県］

（２） 普天間飛行場の返還条件について［県］

（３） オスプレイ１２機程度の県外拠点配備、普天間飛行場の所属機の県外、国外への長期にわたるローテーション

配備の実施［県・市］

３ その他

（１） 普天間飛行場負担軽減推進会議（作業部会）の定期開催［県・市］

（２） 在沖米軍基地問題について［県］

（宜野湾市）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 学校、病院等の上空の飛行禁止、進入及び出発経路を含む場周経路順守並びにそれらの検証の徹底［県・市］

（２） 普天間飛行場における米軍機騒音、夜間の騒音、ジェット戦闘機の飛来、航空機の離着陸等調査結果の報告

［県・市］

（３） 米軍機の飛行に伴う地デジ受信障害［市］

（４） 普天間飛行場周辺の高濃度 PFOS 等の検出［県・市］

（５） 市道宜野湾１１号の開通と冠水対策［市］

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止、所属機の県外配備等について

（１） 普天間飛行場の返還期日の早期確定［市］

（２） オスプレイ１２機程度の県外拠点配備、普天間飛行場の所属機の県外、国外への長期にわたるローテーション

配備の実施［県・市］

３ キャンプ瑞慶覧インダストリアル・コリドー地区の返還について

（１） インダストリアル・コリドー地区南側の早期返還及び返還時期の明確化について［市］

４ 普天間飛行場返還を見据えた整備について

（１） 返還前の公共用地の先行取得に係る財政支援［市］



（２） 返還後の跡地開発・利用を見据えた課題整理［市］

（３） 返還跡地国家プロジェクトの推進［市］

５ その他

（１） 返還前の施設・区域立ち入り調査の早期実現［市］

（２） 米軍人・軍属等の綱紀粛正及び事件・事故の再発防止への取り組み［市］

（３） 普天間飛行場負担軽減推進会議（作業部会）の定期開催［県・市］

（４） 普天間小学校校舎改築事業（お礼）［市］

（国）

１ 西普天間住宅地区の跡地利用に係る取組状況等について

２ 米軍施設・区域の返還加速化に向けた地元への協力について

（１） 沖縄統合計画による米軍施設・区域の返還

（２） まちづくりのための財政支援

３ 沖縄の国際化について

セ 第 14 回（令和６年３月７日）

（県）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 学校、病院等の上空の飛行禁止、進入及び出発経路を含む場周経路順守、普天間飛行場における航空機騒音規制

措置の遵守並びにそれらの検証の徹底［県・市］

（２） これまでに発生した米軍機による事故について実施した全航空機の機体の整備状況等の報告［県］

（３） 事故原因の徹底的な究明及びトラブルが繰り返される構造的原因の検証と速やかな公表、実効性のある再発防止

措置等の実施［県］

（４） 普天間飛行場における米軍機騒音への対応（地上騒音を含む夜間騒音の軽減措置、ジェット戦闘機の飛来禁止）

及び航空機の離着陸等調査結果の報告［県・市］

（５） オスプレイ墜落事故への対応（原因究明、安全管理の徹底、確実な再発防止策の実施、安全確認がなされるまで

の飛行停止及び飛行再開に係る事前の情報提供等）［県・市］

（６） 普天間飛行場周辺の高濃度 PFAS の検出への対応（PFAS 除去技術の実証実験、基地への立入調査の実現）［県・市］

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止、所属機の県外配備等について

（１） 普天間飛行場の速やかな運用停止に向けたスケジュールについて［県］

（２） 普天間飛行場の返還条件について［県］

（３） オスプレイ１２機程度を含む普天間飛行場所属機の県外拠点配備、普天間飛行場の所属機の県外、国外への長期

にわたるローテーション配備の実施、米軍再編に係る訓練移転［県・市］

３ その他

（１） 米軍人・軍属等の綱紀粛正及び事件・事故の再発防止への取り組み［県・市］

（２） 普天間飛行場負担軽減推進会議の早期開催［県・市］

（３） オスプレイの安全性に対する評価［県］

（宜野湾市）

１ 普天間飛行場周辺の諸問題について

（１） 学校、病院等の上空の飛行禁止、進入及び出発経路を含む場周経路順守、普天間飛行場における航空機騒音規制

措置の遵守並びにそれらの検証の徹底［県・市］

（２） 普天間飛行場における米軍機騒音への対応（地上騒音を含む夜間騒音の軽減措置、ジェット戦闘機の飛来禁止）

及び航空機の離着陸等調査結果の報告［県・市］

（３） オスプレイ墜落事故への対応（原因究明、安全管理の徹底、確実な再発防止策の実施、安全確認がなされるまで

の飛行停止及び飛行再開に係る事前の情報提供等）［県・市］

（４） 普天間飛行場周辺の高濃度 PFAS の検出への対応（PFAS 除去技術の実証実験、基地への立入調査の実現）［県・市］

（５） 普天間飛行場周辺まちづくり事業、地デジ受信障害対策等（お礼）［市］

２ 普天間飛行場の速やかな運用停止、所属機の県外配備等について

（１） 普天間飛行場の返還期日の早期確定及び普天間飛行場代替施設建設工事の工期短縮を含む早期移設について［市］

（２） オスプレイ１２機程度を含む普天間飛行場所属機の県外拠点配備、普天間飛行場の所属機の県外、国外への長期

にわたるローテーション配備の実施、米軍再編に係る訓練移転［県・市］

３ 普天間飛行場返還後の跡地利用について

（１） 返還前の公共用地の先行取得に係る財政支援［市］

（２） 返還後の跡地開発・利用に向けた課題整理［市］

・返還後の跡地利用のための協議（推進体制の整備、制度構築、財政支援等）

（３） 返還跡地国家プロジェクトの推進［市］

・大規模公園、主要幹線道路、鉄軌道等の整備についての早期支援

４ その他

（１） キャンプ瑞慶覧インダストリアル・コリドー地区南側の早期返還及び返還時期の明確化［市］

（２） 返還前の施設・区域立ち入り調査の早期実現（歴史特性の観点等）［市］

（３） 米軍人・軍属等の綱紀粛正及び事件・事故の再発防止への取り組み［県・市］

（４） 普天間飛行場負担軽減推進会議の早期開催［県・市］

（国）

１ 西普天間住宅地区の跡地利用に係る取組状況等について［内閣府］

２ 普天間飛行場における埋蔵文化財調査の推進について［防衛省］

３ 沖縄の国際化について［外務省］



（21）普天間飛行場移設問題に関する政府と沖縄県の集中協議の経緯

集中協議の概要は、次のとおり。

ア 第１回（平成 27 年８月 12 日）

国側の対応者：菅官房長官

主な協議内容：普天間飛行場移設問題の原点、抑止力の疑問など

イ 第２回（平成 27 年８月 18 日）

国側の対応者：菅官房長官、岸田外務大臣、中谷防衛大臣、山口沖縄担当大臣

主な協議内容：沖縄の基地問題の経緯、５年以内の運用停止と地元の協力、振興予算の捉え方など

ウ 第３回（平成 27 年８月 24 日）

国側の対応者：杉田官房副長官

主な協議内容（事務的協議）：臨時制限区域内での立入調査、５年以内の運用停止、負担軽減の取組など

エ 第４回（平成 27 年８月 29 日）

国側の対応者：菅官房長官

主な協議内容：海兵隊の基地形成の経緯、５年以内の運用停止など

オ 第５回（平成 27 年９月７日）

国側の対応者：安倍総理大臣、菅官房長官、岸田外務大臣、中谷防衛大臣、山口沖縄担当大臣

主な協議内容：国のこれまでの負担軽減実績説明、海兵隊の抑止力、集中協議終了と作業の再開など

（22）政府・沖縄県協議会の経緯

政府・沖縄県協議会における議題は、次のとおり。

ア 第１回（平成 28 年１月 28 日）

・協議会の名称、目的及び特記事項について

・既存の国、県の協議会との調整について

・協議会の今後の進め方について

イ 第２回（平成 28 年３月 23 日）

・米海軍兵による準強姦事件について

・普天間飛行場負担軽減推進会議の存続について

・普天間飛行場の５年以内の運用停止について

・北部訓練場の早期返還について

・和解作業部会の設置について

ウ 第３回（平成 28 年７月 21 日）

・国地方係争処理委員会の結論を踏まえた今後の対応について

・中国軍艦の尖閣諸島接続水域侵入に対する対応について

（23）和解条項に基づく協議に関する作業部会の経緯

和解条項に基づく協議に関する作業部会における議題は、次のとおり。

ア 第１回（平成 28 年４月 14 日）

・作業部会の進め方について

・和解条項に基づき中止する工事の取扱いについて

・北部訓練場の早期返還について

・作業部会の議事の取扱いについて

・普天間飛行場負担軽減推進会議の早期開催について

・次回作業部会のスケジュールについて

イ 第２回（平成 28 年７月 14 日）

・国地方係争処理委員会の結論を踏まえた今後の協議について

・埋立工事の中止に伴う臨時制限区域の取扱いについて

・ブイ・アンカーブロックの撤去について

・中止する工事の取扱いについて

・北部訓練場の返還について


